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第１章 清掃事業の概要 

１．釧路市のあらまし 

  平成１７年１０月１１日に釧路市、阿寒町、音別町が合併して、新生「釧路市」

が誕生しました。 

  当市は北海道の東部に位置し、南は太平洋岸に面し、北は日本百名山に指定さ

れている阿寒岳に至り、阿寒摩周国立公園と釧路湿原国立公園の二つの国立公園

をはじめとする雄大な自然に恵まれた街であります。 

この豊富な地域資源を活かした水産業、石炭産業、紙・パルプ産業が発達し、

これらと密接に結びついた食品関連産業や機械金属関連産業が盛んで様々な産

業が集積しています。 

国際バルク戦略港湾として指定を受けた釧路港や道東の拠点空港として重要

な役割を担っているたんちょう釧路空港、釧路へ延伸される北海道横断自動車道

などにより今後、飛躍的に物流機能が高まるものと期待されています。 

 

位 置 ／ 北緯 42度 58分 10秒 東経 144度 22分 24秒 

面 積 ／ 1,362.92 ㎢  （平成 26年 10月 1日 国土交通省国土地理院公表） 

人 口 ／ 170,935人   （平成 30 年 3 月末） 

世帯数 ／ 94,180世帯  （平成 30 年 3 月末） 

（ 住民基本台帳人口･世帯数を標記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真上から 

「雌阿寒岳」（阿寒地区） 

「三滝の沼」（音別地区） 

「釧路湿原」（釧路地区） 
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２．人口とごみ量の推移 

  釧路市の人口は１７０，９３５人（平成３０年３月末現在）で、これは、北海

道で５番目の規模になります。 

  平成２９年度のごみ総排出量は、７１，１６６トンで、平成２８年度と比較す

ると１，９９５トン減量となりました。 

 

 

人口とごみ総排出量 

 

年  度 人  口 ごみ総排出量 
１人１日あたりの 

ごみ排出量 

平成 25年度 178,888人 77,976トン 1,194グラム 

平成 26年度 177,102人 73,963トン 1,144グラム 

平成 27年度 175,210人 74,178トン 1,159グラム 

平成 28年度 173,223人 73,161トン 1,157グラム 

平成 29年度  170,935人 71,166トン 1,140グラム 

 

※ １人１日当りのごみ排出量＝ごみ総排出量÷人口÷３６５日 

※ ごみ総排出量には、事業系生ごみ、廃食用油を含む 

 

 

ごみの総排出量と人口の推移 
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３．市民環境部職員配置表（行政センターを含む）

平成３０年　４月　１日現在 （単位：人）

部長 次長
課長
主幹

課長
補佐

専門員 主査 主任 主事 技師 計

1 5 9 8 28 14 9 74

1 3 1 3 5 5 18

環境管理担当 1(①) 1 2 3 7

環境衛生担当  (①) 1 3 4

自然保護担当  (①) 1 2 3

2 4 6 24 8 2 46

廃棄物対策担当 3(②) 1 3 1 8

指導担当 1(①) 13 2 1 17

事業施設担当 2(②) 10 3 15

1 1 1 2 5

環境担当  (①) 1 2 3

1 1 1 1 4

環境担当 1(①) 1 2

※　専門員欄の（　）内数字は専門員事務取扱の別数。

※　市民生活課、戸籍住民課（各支所）、各行政センター市民課市民サービス担当を除く。

市民環境部

環境保全課

音別町行政センター
市民課

環境事業課

阿寒町行政センター
市民課
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第２章　ごみ処理経費

１．平成30年度市民環境部（清掃部門）当初予算

（単位：千円）

30年度 29年度 金　　額 比較（％）

48,967 46,048 2,919 6.3

48,967 46,048 2,919 6.3

48,967 46,048 2,919 6.3

48,967 46,048 2,919 6.3

48,967 46,048 2,919 6.3

496,975 501,732 △ 4,757 △ 0.9

1,400 1,516 △ 116 △ 7.7

945 1,061 △ 116 △ 10.9

945 1,061 △ 116 △ 10.9

269 301 △ 32 △ 10.6

676 760 △ 84 △ 11.1

455 455 0 0.0

455 455 0 0.0

495,575 500,216 △ 4,641 △ 0.9

495,575 500,216 △ 4,641 △ 0.9

495,575 500,216 △ 4,641 △ 0.9

13,030 13,095 △ 65 △ 0.5 汚水処理手数料 1,877,000ℓ×@6.94円

15 60 △ 45 △ 75.0

120 315 △ 195 △ 61.9
一般廃棄物処理業許可申請手数料
8件×@15,000円

446,671 446,753 △ 82 △ 0.0
自己搬入分　46,321    計画収集分　360,990
飛灰等処理負担金　   　39,360

35,739 39,993 △ 4,254 △ 10.6
現年度分　　　　　　 34,528
滞納繰越分　　　　　  1,211

471 765 △ 294 △ 38.4

471 765 △ 294 △ 38.4

471 765 △ 294 △ 38.4

471 765 △ 294 △ 38.4

471 765 △ 294 △ 38.4

23 49 △ 26 △ 53.1

23 49 △ 26 △ 53.1

23 49 △ 26 △ 53.1

23 49 △ 26 △ 53.1

23 49 △ 26 △ 53.1

811 695 116 16.7

811 695 116 16.7

811 695 116 16.7

811 695 116 16.7

811 695 116 16.7

93,756 66,320 27,436 41.4

93,756 66,320 27,436 41.4

93,756 66,320 27,436 41.4

93,756 66,320 27,436 41.4

107 107 0 0.0

59,629 32,500 27,129 83.5

6,755 6,713 42 0.6

27,265 27,000 265 1.0

641,003 615,609 25,394 4.1

摘　　要
    項目

2　清掃費負担金

し尿等下水道受入施設負担金

2　負担金

3　衛生費負担金

当初予算額

2　手数料

3　衛生手数料

前年度比較

2　清掃手数料

汚水処理手数料

浄化槽清掃許可申請手数料

一般廃棄物処理業許可申請手数料

ごみ処理手数料

（１）歳入
                   　  　　　　　　　予算額

２　清掃使用料

清掃施設使用料

1　総務管理使用料

自動販売機設置使用料

市有地電柱等使用料

12　分担金及び負担金

13　使用料及び手数料

1　使用料

1　総務使用料

釧路広域連合派遣職員人件費立替金収入

3　衛生費補助金

2　国庫補助金

14　国庫支出金

し尿処理手数料

1　財産貸付収入

3　道委託金

15　道支出金

合併処理浄化槽補助金

2　清掃費補助金

1　財産運用収入

浄化槽関係事務費

2　清掃費委託金

2　衛生費委託金

16　財産収入

歳　入　合　計

貸地料（現年分）

20　諸収入

5　雑入

6　雑入

ごみ処分場運営協力費

資源物売却益金

2　雑入

広報くしろ等広告収入

1　土地建物貸付収入
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（単位：千円）

30年度 29年度 金　　額 比較（％）

2,289,117 2,256,538 32,579 1.4

2,289,117 2,256,538 32,579 1.4

1,140,227 1,105,415 34,812 3.1

407 415 △ 8 △ 1.9

47 47 0 0.0

0 498 △ 498 △ 100.0

3,154 5,262 △ 2,108 △ 40.1

3,808 2,517 1,291 51.3

241 219 22 10.0

101,369 103,259 △ 1,890 △ 1.8

5,205 6,837 △ 1,632 △ 23.9

172 180 △ 8 △ 4.4

6,029 6,329 △ 300 △ 4.7

257 312 △ 55 △ 17.6

217,562 218,115 △ 553 △ 0.3
釧路・阿寒地域　　213,882
音別地域　　        3,680

801,976 761,425 40,551 5.3

1,003,590 1,013,203 △ 9,613 △ 0.9

724,975 722,417 2,558 0.4
収集作業費　　　　  9,361
収集委託費　　　　711,619
清掃指導費　　　　　3,995

270,527 270,909 △ 382 △ 0.1

ごみ最終処分場維持管理費 95,050
処理困難物対策費　　      3,939
不燃・粗大ごみ処理事業費 80,342
容器包装ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処理委託費91,196

1,524 8,241 △ 6,717

0 5,228 △ 5,228

6,564 6,408 156 2.4

144,801 137,132 7,669 5.6

74,574 74,153 421 0.6

32,378 26,590 5,788 21.8

37,849 36,389 1,460 4.0

499 788 △ 289 △ 36.7

499 788 △ 289 △ 36.7

2,289,117 2,256,538 32,579 1.4

（２）歳出
                   　  　　　　　　　予算額 当初予算額 前年度比較

摘　　要
    項目

集団資源回収促進事業費

4　衛生費

2　清掃費

1　総務費

環境美化推進費

放置自動車対策費

教育資料「きれいなくらし」作成費

合併処理浄化槽補助金

清掃手数料収納事務費

一般清掃事務費

ごみ処理手数料徴収事務費

分別収集推進費

ごみの資源化再利用促進費

ごみ減量化推進費

リサイクルセンター管理運営費

釧路広域連合負担金

2　ごみ処理費

ごみ等収集費

ごみ処理費

清掃センター管理運営費

新ごみ最終処分場整備事業費

清掃指導車両購入費

管理運営費

歳　出　合　計

3　し尿処理費

し尿収集運搬費

し尿等下水道受入施設建設費負担金

し尿等下水道受入施設管理費負担金

4　新野処理場費

- 5 -



２
．
平
成
２
９
年
度
清
掃
事
業
部
門
別
原
価
計
算
書

最
終
処
分

資
源
物

破
砕

直
営

委
託

直
営

委
託

委
託

委
託

委
託

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

人
件

費
10
0,
48
1

45
,1
42

10
,9
33

45
,8
95

0
0

0
0

20
2,
45
1

0
2
0
2
,
4
5
1

2
,
8
0
4

0
2
,
8
0
4

5
,
7
2
1

8
,
5
2
5

物
件

費
12
,7
98

55
1,
08
8

81
4

25
8,
71
2

20
7,
94
4

80
,3
86

75
8,
89
3

99
,8
44
1,
97
0,
47
9

1
0
3
,
1
3
7
2
,
0
7
3
,
6
1
6

7
3
,
7
9
6

9
1
,
1
8
7

1
6
4
,
9
8
4

2
,
3
9
1

1
6
7
,
3
7
5

減
価

償
却

費
0

0
0

67
,7
16

67
,7
16

6
7
,
7
1
6

1
0
,
0
9
6

1
0
,
0
9
6

1
0
,
0
9
6

起
債

償
還

利
子

0
0

0
33
9

33
9

3
3
9

7
6
2

7
6
2

7
6
2

小
計

11
3,
27
9

59
6,
23
0

11
,7
47

30
4,
60
6

20
7,
94
4

80
,3
86

75
8,
89
3

16
7,
89
9
2,
24
0,
98
5

1
0
3
,
1
3
7
2
,
3
4
4
,
1
2
1

7
6
,
6
0
0

1
0
2
,
0
4
5

1
7
8
,
6
4
5

8
,
1
1
2

1
8
6
,
7
5
7

10
,0
89

23
,7
39

1,
46
4

20
,0
76

11
,1
12

5,
42
1

63
7

13
,4
69

86
,0
07

1
7
,
4
8
2

1
0
3
,
4
8
9

5
,
0
5
0

3
,
5
3
2

8
,
5
8
2

4
,
7
8
0

1
3
,
3
6
2

19
,9
68

11
,7
23

2,
19
0

11
,3
36

1,
93
2

1,
03
1

12
9

2,
31
9

50
,6
27

2
,
9
6
3

5
3
,
5
9
0

7
7
3

6
4
4

1
,
4
1
7

1
,
5
4
6

2
,
9
6
3

14
3,
33
6

63
1,
69
2

15
,4
01

33
6,
01
9

22
0,
98
8

86
,8
38

75
9,
65
9

18
3,
68
7
2,
37
7,
61
9

1
2
3
,
5
8
2
2
,
5
0
1
,
2
0
1

8
2
,
4
2
3

1
0
6
,
2
2
2

1
8
8
,
6
4
5

1
4
,
4
3
7

2
0
3
,
0
8
2

48
6.
8
30
,3
12
.0

49
.4

9,
69
1.
4

8,
85
8.
5

5,
44
0.
1
52
,0
37
.1

9,
69
8.
7

44
4,
65
8,
58
3

7
,
5
9
4
.
1
1
9
,
6
8
8
.
2

5
0
,
9
3
7
,
7
2
7

1
0
0
円
の

1
0
0
円
の

収
入
当
た
り

収
入
当
た
り

2
3
.
2
円

1
5
.
9
円

1
0
0
円
の

1
0
0
円
の

収
入
あ
た
り

収
入
あ
た
り

2
7
.
8
円

2
8
.
3
円

※
手
数
料
の
処
理
量
の
項
は
手
数
料
収
入
額
を
示
し
、
直
接
原
価
、
総
原
価
の
項
は
収
入
１
０
０
円
当
た
り
の
経
費
を
示
す
。

原
価
部
門

ご
み
処
理
関
係
部
門

合
　
計

し
尿
・
浄
化
槽
汚
泥
等
処
理
関
係
部
門

合
　
計

収
　
集

中
間
処
理

小
　
計

手
数
料

徴
収

収
　
集

処
　
理

小
　
計

手
数
料

徴
収

可
燃
・
不
燃
・
粗
大

資
源
物

焼
却

埋
立

原
価
費

総 経 費

直 接 経 費 管
理

部
門

配
賦

額

管
理

部
門

配
賦

額
（

共
通

費
分

）

合
計

14
,7
77

14
,5
84

処
理

量
（
t
,
k
l
）

単 位 当

直
接
原
価
(
円
）

23
2,
70
2

19
,6
70

24
,9
46

15
,9
63

14
,5
98

-
-

総
原
価
(
円
）

29
4,
44
5

20
,8
40

31
1,
75
6

34
,6
72

-

17
,3
12

-
-

1
0
,
0
8
7

5
,
1
8
3

23
7,
79
0

31
,4
31

23
,4
74

18
,9
39

-
1
0
,
8
5
4

5
,
3
9
5

-
-
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３．清掃事業部門別原価（直接原価）の年度別推移

４．清掃事業部門別原価（総原価）の年度別推移

15,423 28,838 27 10,154 4,468 22平成28年度 279,628 20,791 408,996 35,428 22,395

14,383 27,516 23 9,487 4,273 11平成28年度 223,852 19,647 322,856 32,258 21,313

（単位：円）

区分

ごみ処理関係部門 し尿処理関係部門

収集 中間処理

埋立 手数料

収集

処理 手数料可燃・不燃・粗大 資源物

資源物 破砕

直営 委託 直営 委託 委託

平成29年度 232,702 19,670 237,790 31,431 23,474 14,777 17,312 23 10,087 5,183 16

平成25年度 42,426 17,349 372,643 28,621 19,995 12,739 31,142 23 8,238 5,961 11

平成26年度 232,911 18,457 319,964 30,736 20,881 14,603 36,624 24 8,846 3,995 11

平成27年度 224,685 18,793 321,704 31,533 20,176 13,834 29,658 22 9,028 4,503 11

（単位：円）

区分

ごみ処理関係部門 し尿処理関係部門

収集 中間処理

埋立 手数料

収集

処理 手数料可燃・不燃・粗大 資源物

資源物 破砕

直営 委託 直営 委託 委託

平成29年度 294,445 20,840 311,756 34,672 24,946 15,963 18,939 28 10,854 5,395 28

平成25年度 51,518 18,355 503,942 31,499 21,095 13,923 32,385 26 8,807 6,123 20

平成26年度 288,543 19,485 412,639 33,698 21,892 15,753 38,054 27 9,461 4,170 20

平成27年度 280,280 19,898 407,011 34,673 21,251 14,839 31,071 27 9,669 4,688 21
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第３章　ごみ処理事業

１．平成３０年度ごみ処理計画

25
粗　　大 80

不　　燃 1,893
粗　　大

資源物

（単位：トン）

計
画
収
集

直　　営 516

可　　燃 364

計 40,529 計

不　　燃

47

委　　託 40,013

可　　燃 27,422

510

不　　燃 456
粗　　大 1,288
資源物

有害ごみ 36
資源物 10,152

40,529

不　　燃 78
粗　　大 370
資源物

自
己
搬
入

家　庭　系 3,512

可　　燃 1,768

1,773
計 25,265 計 25,265

0

事　業　系 21,753

可　　燃 19,532

可　燃 49,086 直接埋立

釧路広域連合清掃工場
飛灰等

不　燃 2,452
3,752

搬入量 51,796

可燃性残渣

粗　大 2,248
2,710

粗大ごみ処理センター
不燃性残渣

資　源　物 11,972
2,129

搬入量 5,171

釧路市ごみ最終処分場

釧路町
不燃・粗大

281
9,499

資源リサイクルセンター

搬入量 7,609 資源回収業者

小型家電認定事業者

有害ごみ 36
イトムカ
鉱業所

資源回収業者

指定法人

事業系生ごみ ＹＭ菌
ワクチンセンター

廃プラ中間処理施設

搬入量 2,700 製紙工場

音別町ごみ最終処分場

集団資源回収 古紙回収業者
21

再資源化工場

廃食用油 許可業者
阿寒町ごみ最終処分場

114
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２．平成２９年度ごみ処理実績

※その他のごみ（直埋め分）は可燃ごみに含めて算出

ＹＭ菌
ワクチンセンター

807.48事業系生ごみ

イトムカ
鉱業所

32.35有害ごみ

古紙回収業者2,720.86集団資源回収

許可業者21.22廃食用油

（単位：トン）

計
画
収
集

直　　営 536.31

可　　燃 366.38
不　　燃 21.57
粗　　大 98.92
資源物 49.44

委　　託 40,003.38

可　　燃 27,983.13
不　　燃 1,855.64
粗　　大 473.26
資源物 9,691.35

計 40,539.69 計 40,539.69

自
己
搬
入

家　庭　系 4,395.41

可　　燃 2,115.06
不　　燃 642.51
粗　　大 1,637.84
資源物 0.00

不　　燃 60.67
粗　　大 500.97
資源物 1,014.12

計 27,873.28 計 27,873.28

事　業　系 23,477.87

可　　燃 21,902.11

直接埋立

可　燃　 52,366.68 3,000.36

釧路広域連合清掃工場 飛灰等

不　燃

釧路地域 2,395.53 58,160.32 4,567.82

阿寒地域 144.38

音別地域 40.48 可燃性残渣

計 2,580.39 3,489.87

総搬入量

67,584.27

粗　大

釧路地域 2,658.92 粗大ごみ処理センター 不燃性残渣

阿寒地域 33.30 不燃 2,418.51 1,942.23

音別地域 18.77 粗大 2,684.46

計 2,710.99 釧路町 336.95

合計 5,439.92 釧路市ごみ最終処分場

9,538.21

資　源　物 9,926.21 ※汚水処理施設の
汚泥27.8ｔ含む。

資源リサイクルセンター

釧路町からの受入 350.47 7,396.39 資源回収業者

可燃（直接埋立ごみ） 13.52 848.17

不　燃 211.34 小型家電認定事業者

粗　大 125.61 プラ容器 193.59

2,590.08 7,161.38

製紙工場

音別町ごみ最終処分場

60.26

資源回収業者

廃プラ中間処理施設 指定法人

20.50

1,757.42

阿寒町ごみ最終処分場

再資源化工場

140.28
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 ３．ごみ処理体制 

排 出 収 集 処理・処分 

釧路広域連合 

清掃工場 

週 2回（一部地域週 1回）／委託 

不燃ごみ ステーション又は各戸 

隔週（一部地域月 2回）／委託 

粗
大
ご
み
処
理
セ
ン
タ
ー 

粗大ごみ 申込時に指定された場所 

釧
路
市
新
高
山
最
終
処
分
場 

阿
寒
町
・
音
別
町 

一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場 

申込時に指定された日／直営・委託 

排出者が自己搬入・許可業者 

資源物 

釧路市資源リサ

イクルセンター 

音別町リサイク

ルセンター 
再資源化業者 

指定法人 

再資源化業者 

製紙工場 

（固形燃料化） 

＜音別地域＞ 
 家庭系の刈草・木の枝収集は 
月 2回(資源物収集日)／委託 

集団資源回収 

ふれあい収集 

資源回収業者 

訪問回収／直営 分別に合わせ処理 

週 1回（一部地域月 2回）／委託 

小型家電リサイ

クル認定事業者 

有害ごみ ステーション又は各戸 

隔週（一部地域月 2 回）／委託 

民間事業者に委託処分 

資源物ステーション 

（ごみステーション） 

プラスチック製容器

包装中間処理施設 

可燃ごみ ステーション又は各戸 

一時多量ごみ 
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４．ごみ処理量の推移

　

５．平成２９年度直営・委託ごみ収集量

10,347.7810,865.25

（単位：トン）
　　　　　　　　　　年　度
　区　分

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

9,906.51

68,412.97

1,877.21

876.36

174.74

（単位：トン）

合計 40,539.67 うち直営分 536.31 うち委託分 40,003.36

委
託
内
訳

釧路環境衛生企業組合 12,317.62 春採小型清掃合資会社 4,453.56

株式会社釧路厚生社 4,003.02 株式会社丸サ佐々木商店 2,777.36

釧路衛星株式会社 2,851.38 ＥＣＯくしろ株式会社 2,371.27

株式会社ＫＣＭコーポレーション 2,689.79 株式会社ビケンワーク 274.22

株式会社山拾村上商店 154.96 株式会社マルカ加藤商店 170.70

有限会社共通空輸 445.15 有限会社阿寒クリーン社 524.44

舌川原産業有限会社 343.67 音別衛生有限会社 450.12

釧路市資源リサイクル事業協同組合 6,176.10 計１５社 40,003.36

紙類 3,743.453,857.703,962.874,067.854,388.62

缶類 719.59 689.97 632.72 617.58 606.09

生きびん 189.67 178.04 167.66 155.97 141.59

1.15

1,948.00 1,922.53 1,909.37 1,799.95 1,761.36

710.12 771.84

布類 1.78 1.36 1.58 1.38

2,501.53 2,508.61 2,404.66

44.79 43.76 39.48 33.98 31.39

不　　燃

粗　　大 687.85 624.00

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
　　容器包装

2,642.73 2,526.29

ペットボトル 749.44 742.57

10,071.55 9,740.79

28,349.5128,609.7929,652.0230,286.9933,131.90

639.48 605.18

1,989.692,171.212,159.082,341.75

572.18

小　　　　　計 40,539.6941,111.1742,534.2643,417.8547,026.75

釧　路　市　分

70,418.08

71,735.7271,291.4075,480.79

350.47403.40405.03376.42589.44

68,763.4570,821.48

71,330.6970,914.9874,891.35

27,044.5827,984.5127,449.0326,241.6326,521.90

合　　　　　　　計

他町村受け入分自己搬入

釧　路　市　合　計

資 源 物

計画収集

可　　燃

残渣

白色トレイ

カレット

1,322.40 828.70
自己搬入

許可業者処理分 1,342.70 1,255.50 1,347.40

180.63 175.41 146.22 159.50
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６．資源物売却益の推移

７．集団資源回収奨励金交付実績の推移

８．廃乾電池収集・処分の推移

９．蛍光管収集・処分の推移

※　平成24年度分収集処分残量　0.82トン

収集処分残量 0.730.54 0.79 0.73 0.78

処分委託
(野村興産ｲﾄﾑｶ鉱業所) 4.845.62 5.25 5.09 4.38

収　集　量 4.795.34 5.50 5.03 4.43

（単位：トン）
　　　　　年度
 項目

平成29年度平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

※　平成24年度収集処分残量　17.16トン

収集処分残量 2.174.71 1.86 2.57 2.14

処分委託
(野村興産ｲﾄﾑｶ鉱業所) 27.1748.50 35.06 31.90 31.02

30.59収　集　量 27.2036.05 32.21 32.61

（単位：トン）
　　　　　年度
 項目

平成29年度平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

交付金額 5,441,7206,085,620 6,019,796 5,619,646 5,402,616

回収量（kg） 2,720,8603,042,810 3,009,898 2,809,823 2,701,308

交付団体数 315312 312 311 315

登録団体数 329324 327 328 333

（単位：円）
　　　　　年度
 項目

平成29年度平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

合　　計 62,70381,150 90,103 59,029 50,538

ペットボトル 15,42738,986 38,608 21,252 24,072

ト　レ　イ 710 19 9 5

布　　類 3882 66 74 61

生きびん 413526 514 493 456

缶　　類 34,38636,049 44,972 31,440 20,322

紙　　類 12,4325,497 5,924 5,761 5,622

　　　　　年度
 項目

平成29年度平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（単位：千円）
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１０．ごみ処理手数料の推移

※釧路広域連合飛灰処理等負担金を除く

１１．ごみ収集運搬委託料の推移 １２．資源物収集運搬委託料の推移

※阿寒・音別分の資源回収委託料は
　ごみ収集委託料に含む

１３．中間処理施設委託料の推移

１４．平成２９年度埋立量

9,538.21 140.34 20.50

平成２７年度 108,000 80,342

544,906

釧路市新高山最終処分場 阿寒町一般廃棄物最終処分場 音別町一般廃棄物最終処分場

2,916 91,109

（単位：トン）

平成２５年度 102,795 2,730 77,694 87,675

平成２６年度 106,812 2,916 80,061

257,621

（単位：千円）

　　　　施設名
 年度

釧路市資源
リサイクルセンター

90,504

平成２８年度 108,756 2,916 80,341 91,109

244,160

平成２７年度 544,421

平成２６年度

平成２９年度 109,620 2,916 80,341 91,109

平成２７年度

512,535

平成２９年度 257,621

平成２８年度

音別町
リサイクルセンター

粗大
ごみ処理センター

プラスチック製容器
包装中間処理施設

平成２６年度 543,539

平成２５年度

　　　　　区分
 年度

委　託　料
　　　　　区分
 年度

委　託　料

257,621

平成２９年度 551,088

平成２８年度 257,621

平成２５年度

平成２６年度 21,560

（単位：千円） （単位：千円）

平成２７年度 24,231 28,179 358,479 410,889 100.0%

352,545 397,170 100.0%

平成２５年度 23,850 27,002 371,982 422,834 100.0%

359,698 407,202 100.0%

平成２４年度 21,498 24,951 360,390 406,839 100.0%

23,065

（単位：千円）

　　　　　区分
 年度

釧路市ごみ最終処分場
指定ごみ袋
ごみ処理券

手数料合計 収納率(％)
現　金 後　納

平成２８年度 22,212 34,513 355,872 412,597 100.0%

平成２９年度 23,812 23,692
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１５．平成２９年度資源化量

１６．平成２９年度清掃指導処理状況

１７．車両の現況

合　　　計 25,747 3,074

平成30年4月1日現在

清掃指導車

収集経路点検 5,197 1 その他 860 208

時間外排出・散乱 5,880 235 住民ＰＲ 13 11

網 66 63 適正処理困難物 136 14

違反ごみ関係 10,264 576
家電リサイクル法

対象品
110 25

ごみ箱関係
（改善・容器排出等） 32 28 放置自転車 4 3

末広浄化 499 1,060

資源物
ステーション関係

1,569 182
不法投棄

（パトロール）
520 24

指　導　項　目 指導業務数 指導世帯数

可・不燃ごみ
ステーション関係

42 88

分別収集 84 14 事業系ごみ 471 542

指　導　項　目 指導業務数 指導世帯数

9.32 1,757.42

（単位：件数）

計 9,906.24 7,039.97 121.41 796.36 181.76

他の資源 小型家電

連絡車

（単位：トン）

項
目

資源化量

資源化量の内訳

釧路市
資源

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

音別町
ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

粗大ごみ処理ｾﾝﾀｰ
（釧路市分のみ） 小型家電

(阿寒町分)

プラスチック
製容器包装中
間処理施設

2

大型1台、中型42台

総　　　　　計

小　　　　　計

2tトラック

ロードパッカー車

小　　　　　計

4ｔ車

3

小型トラック

ショベルカー

大型トラック

小型パッカーパッカー

中型ロードパッカー

7

5

1

2

台数 備　　　考

2t＝1台、1t＝4台

2ｔ車2

車　　　種

直
 
 
営

委
 
託

88

66

23

43

22
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１８．平成３０年度ごみ・資源物収集車両台数、収集職員人数

１９．平成２９年度ごみ・資源物収集車両台数、収集職員人数

株式会社釧路厚生社 1 台 3 人

35 台 83 人

有限会社共通空輸 1 台 3 人
1 台 3 人

釧路衛星株式会社 2 台 6 人
株式会社丸サ佐々木商店 2 台 6 人

株式会社山拾村上商店 1 台 3 人
株式会社マルカ加藤商店 1 台 3 人

音別衛生有限会社 2 台 3 人
株式会社ビケンワーク 1 台 3 人

有限会社阿寒クリーン社 4 台 10 人
舌川原産業有限会社 4 台 10 人

2 台 5 人
36 台 112 人

釧路市資源リサイクル事業協同組合 15 台 30 人

有限会社阿寒クリーン社 2 台 5 人
舌川原産業有限会社 2 台 5 人

釧路衛星株式会社 2 台 7 人
ＥＣＯくしろ株式会社 2 台 7 人

株式会社丸サ佐々木商店 2 台 7 人
株式会社釧路厚生社 3 台 10 人

春採小型清掃合資会社 3 台 10 人
株式会社ＫＣＭコーポレーション 3 台 10 人

直　　　営 5 台 13 人
釧路環境衛生企業組合 10 台 33 人

合　　　計 71 台 197 人

収集車両台数（台） 収集業務職員数（人）

春採小型清掃合資会社 1 台 3 人
小　　　計 36 台 88 人

株式会社釧路厚生社 1 台 3 人
有限会社共通空輸 1 台 3 人

釧路衛星株式会社 1 台 3 人
株式会社丸サ佐々木商店 1 台 3 人

株式会社道東清掃 1 台 3 人
株式会社マルカ加藤商店 2 台 6 人

音別衛生有限会社 3 台 8 人
大地運輸有限会社 2 台 6 人

15 台 30 人
有限会社阿寒クリーン社 4 台 10 人
舌川原産業有限会社 4 台 10 人

5 人舌川原産業有限会社
1 台 2 人

35 台 109 人小　　　計

2 台

7 人ＥＣＯくしろ株式会社
2 台 5 人

2 台 7 人

有限会社阿寒クリーン社
2 台

10 人
3 台 10 人
2 台 7 人

株式会社釧路厚生社 3 台 10 人

春採小型清掃合資会社

収集業務職員数（人）

直　　　営 5 台 13 人

ご

み

委

託

音別衛生有限会社

株式会社ＫＣＭコーポレーション

10 台 33 人

小　　　計

釧路環境衛生企業組合

株式会社丸サ佐々木商店

収集車両台数（台）

3 台

釧路衛星株式会社

資

源

委

託

釧路市資源リサイクル事業協同組合

合　　　計 71 台 195 人

ご

み

委

託

音別衛生有限会社
小　　　計

資

源

委

託

春採小型清掃合資会社
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２１．可燃ごみ・不燃ごみ組成分析の結果

【重量比】

【体積比】

水銀体温計、乾電池、蛍光灯

可燃ごみ

不燃ごみ

資源物（容器包装）

資源物（その他）

可　燃　ご　み 不　燃　ご　み

可　燃　ご　み 不　燃　ご　み

可燃ごみ、不燃ごみの組成分析結果（平成２９年９月・１０月実施）を可燃ごみ５

地区、不燃ごみ６地区の平均は下記のグラフのとおりです。

重量比は、可燃ごみの中に不燃ごみが1.1％、資源物が10.1％含まれており、不燃

ごみの中に可燃ごみが26.3％、資源物が10.9％含まれています。

また、体積比は、可燃ごみの中に不燃ごみが0.9％、資源物が29.3％含まれてお

り、不燃ごみの中に可燃ごみが41.6％、資源物が18.0％含まれております。

有害ごみ

厨芥類、布類、ゴム・皮革類、リサイクルできない紙類、
木くず、容器包装以外のプラスチック製品など

金属類、ガラス・陶磁器類、小型家電など

紙包装類、びん類、缶類、容器包装プラスチックなど

新聞紙、雑誌、チラシ類、雑紙、木綿布など

可燃ごみ

41.6%

不燃ごみ

40.3%

資源物

(容器包

装)

16.1%

資源物

(その他)

1.9%

有害ごみ

0.1%

可燃ごみ

69.8%

不燃ごみ

0.9%

資源物

(容器包

装)

16.8%

資源物

(その他)

12.5%

可燃ごみ

26.3%

不燃ごみ

62.4%

資源物

(容器包

装)

10.2%

資源物

(その他)

0.7%

有害ごみ

0.4%

可燃ごみ

88.8%

不燃ごみ

1.1%

資源物

(容器包

装)

3.7%

資源物

(その他)

6.4%
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第４章 施設の概要 

１．清掃センター 

施 設 名 清掃センター 

所 在 地 釧路市古川 28番地 

敷 地 面 積 11,200㎡ 竣工 昭和 47年 10月 

建 設 面 積 管理棟 716㎡(木造モルタル平屋)、車庫 976 ㎡（鉄骨亜鉛ぶき平屋） 

付 属 設 備 倉庫（旧整備工場・ブレーキテスター場）・管理住宅・車庫洗車設備 

総 工 費 70,000千円 職員数 49 人 

 

２．釧路市資源リサイクルセンター 

施 設 名 釧路市資源リサイクルセンター 

所 在 地 釧路市鳥取南 7 丁目 1 番 2号 敷地面積 13,850㎡ 

処理対象資源物 缶、びん、紙類、布、プラスチック類 

施設の管理運営 釧路市資源リサイクル事業協同組合 

管 理 棟 

鉄筋コンクリート造 2 階建て（中古建物を改修） 延床面積：414 ㎡ 

市民工房、事務室、トラックスケール（40t級）、会議室、作業員休憩室 

竣工日 平成 10年 12月 7日 改修費 13,818千円 

缶・びん再生棟 

鉄骨造平屋建て（中古建物を改修）  延床面積：1,764 ㎡ 

缶ライン（1～2t/時）、びんライン、紙類・布類 

竣工日 平成 6年 9月 16日 整備費 54,777千円 

プラスチック再生棟 

鉄骨造平屋建て  延床面積：847㎡ 

ペットボトルライン（2.5t/日） 

竣工日 平成 11年 12月 24 日 整備費 238,003千円 

 

 ３．音別町リサイクルセンター 

施 設 名 音別町リサイクルセンター 施設の管理運営 釧路市 

所 在 地 釧路市音別町海光 1丁目 31 番地 敷地面積 1,225 ㎡ 

処理対象資源物 缶、びん、紙類、布、プラスチック類 

缶・びん再生棟 缶ライン（0.5ｔ/時） 

プラスチック再生棟 ペットボトルライン（0.07～0.1ｔ/時）、白色トレイライン（0.02ｔ/時） 
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４．粗大ごみ処理センター 

施 設 名 粗大ごみ処理センター 

所 在 地 釧路市高山 4番地 1 敷地面積 6,606 ㎡ 

処理対象ごみ 不燃ごみ、粗大ごみ 

施設の設置者 株式会社 KCMコーポレーション 

建 物 概 要 鉄骨一部鉄筋コンクリート造地上 2 階建て 延床面積 999㎡ 

選 別 種 類 鉄、アルミ、小型家電、不燃物、可燃残渣 

処 理 開 始 日 平成 11年 12月１日 

 

５．釧路広域連合清掃工場 

施 設 名 釧路広域連合清掃工場 

所 在 地 釧路市高山 30番地１(釧路市ごみ処分場用地内） 敷地面積 約 25,000㎡ 

処理対象ごみ 可燃ごみ、可燃性粗大ごみ、可燃性残渣、動物性残渣 

施設の設置者 釧路広域連合(釧路市・釧路町・鶴居村・白糠町・弟子屈町で構成する特別地方公共団体) 

施 設 概 要 地上 5階・地下 1階建 延床面積 約 13,600㎡ 

主 要 施 設 
計量棟、エントランス棟、プラットホーム、ごみピット、ガス化炉、燃焼溶

融炉、廃熱ボイラ、排ガス処理設備 

処 理 方 式 全連続燃焼式焼却炉（流動床式ガス化溶融炉） 

総 事 業 費 4,725,000 千円 

発 電 方 法 蒸気タービン発電機 処理能力 240ｔ/日（120トン/24時間×2 炉） 

供 用 開 始 日 平成 18年４月 1日 

 

６．釧路市新高山最終処分場 

施 設 名 釧路市新高山最終処分場 

所 在 地 釧路市高山 17番地 1、29番地 1 埋立面積 69,700㎡ 

計 画 埋 立 量 844,000㎥ 計画埋立期間 平成 14年～28年度(延命中) 

埋 立 対 象 物 不燃ごみ、不燃性残渣、焼却灰、下水道汚泥、覆土 

埋立方式・構造 山間層状埋立、準好気性埋立構造（サンドイッチ方式） 

主 要 施 設 流出防止堰堤、汚水集水管、汚水処理施設、汚水調整池 

汚水処理施設 活性汚泥＋凝集沈殿＋砂ろ過 処理能力 350㎥/日 

総 事 業 費 2,182,728千円 
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７．阿寒町一般廃棄物最終処分場 

施 設 名 阿寒町一般廃棄物最終処分場 

所 在 地 釧路市阿寒町東栄 33番地 6 埋立面積 10,000㎡ 

計 画 埋 立 量 47,000㎥ 計画埋立期間 平成 15年～29年度（延命中） 

埋 立 対 象 物 不燃ごみ、下水道汚泥、覆土 

埋立方式・構造 準好気性埋立構造（セル方式） 

主 要 施 設 表面遮水型盛土堤、電気式漏水検知、汚水処理施設、防災調整池 

汚水処理施設 
生物処理(接触ばっ気)＋凝集沈殿＋

砂ろ過＋消毒 
処理能力 45 ㎥/日 

総 事 業 費 1,243,550 千円 

 

８．音別町一般廃棄物最終処分場 

施 設 名 音別町一般廃棄物最終処分場 

所 在 地 釧路市音別町尺別 31番地１ 埋立面積 4,000 ㎡ 

計 画 埋 立 量 10,000㎥ 計画埋立期間 平成 12年～26年度(延命中) 

埋 立 対 象 物 不燃ごみ、下水道汚泥、覆土 

埋立方式・構造 準好気性埋立構造（サンドイッチ方式） 

主 要 施 設 流出防止堰堤、浸出水集水管、浸出水処理施設、浸出水調整池 

汚水水処理施設 回転円板＋凝集沈殿＋砂ろ過 処理能力 10 ㎥/日 

総 事 業 費 603,540千円 
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市役所 

 

第５章 し尿処理 

 

１．し尿処理の概要 

 

 釧路市のし尿処理は、し尿処理施設・浄化槽・公共下水道で行っています。下

水道の普及率は９８．５%（平成３０年３月現在）で、下水道処理区域の拡大に

伴い、し尿処理量は年々減少傾向にあります。し尿の収集は委託業者、浄化槽汚

泥等の収集は許可業者が行い、し尿と浄化槽汚泥等の処理は、大楽毛下水終末処

理場のし尿等下水道受入施設で受入れ処理しています。また、管内３か町村（白

糠町・釧路町・鶴居村）の処理も受託しています。 
 

 

２．し尿処理体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．浄化槽汚泥等処理体制 
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釧路地域：㈱釧路厚生社（収集車両３台） 

阿寒地域：㈲阿寒クリーン社（収集車両２台） 

音別地域：音別衛生㈲（収集車両２台） 
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- 21 -



 

４．平成３０年度し尿収集計画 
 

全市 作業対象 作 業 

実施率 

B/A 

収集量 日量 

1人 1日 

当 た り 

排 出 量 人口 世帯 A 人口 世帯 B 

166,540人 94,180世帯 9,654人 3,471世帯 3.7％ 5,717.3kℓ 15.6kℓ 1.61 ℓ 

 

 

５．平成３０年度浄化槽汚泥等収集計画 

全市 作業対象 作 業 

実施率 

B/A 

収集量 

人口 世帯 A 人口 世帯 B 

166,540人 94,180世帯 573人 132世帯 0.1％ 1,834.4kℓ 

 

 

６．平成３０年度し尿・浄化槽汚泥等処理計画 
                                           （単位：kℓ） 

   市町村別 

    処理量 

種 別 

搬 入 量 処理量 

釧路市 ３か町村 計 大楽毛下水終末処理場 

し 尿 5,717.3 9,750.9 15,468.2 15,468.2 

浄化槽汚泥等 1,834.4 2,325.9 4,160.3 4,160.3 

合 計 7,551.7 12,076.8 19,628.5 19,628.5 

 

 
  

７．平成２９年度し尿収集実績 
 

全市 作業対象 作 業 

実施率 

B/A 

収集量 日量 

1人 1日 

当 た り 

排 出 量 人口 世帯 A 人口 世帯 B 

170,935人 94,180世帯 9,840人 3,582世帯 3.8％ 5,757.7kℓ 16.5kℓ 1.67 ℓ 

（平成３０年３月末現在住民基本台帳人口及び世帯数） 

 

 

８．平成２９年度浄化槽汚泥等収集実績 
 

全市 作業対象 作 業 

実施率 

B/A 

収集量 
人口 世帯 A 人口 世帯 B 

170,935人 94,180世帯 686人 132世帯 0.1％ 1,836.4kℓ 

（平成３０年３月末現在住民基本台帳人口及び世帯数） 
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９．し尿収集量の推移 
                                           （単位：kℓ） 

    年度 

 量 
平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

収集量 7,006.2 6,615.1 6,394.2 6,025.4 5,757.7 

 

 

 

１０．浄化槽汚泥等収集量の推移 
                                            （単位 kℓ） 

    年度 

 量 
平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

収集量 2,024.0 2,076.1 1,998.1 1,877.6 1,836.4 

 

 

１１．し尿処理手数料収入の推移 
                                          （単位：円、％） 

    年度 

項目 
平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

調定額 45,700,720 44,492,231 43,143,737 40,248,859 39,205,474 

収入金額 44,057,000 43,059,425 41,759,026 39,152,295 38,193,337 

収入率 96.4 96.8 96.8 97.3 97.4 

※現年分のみ 

 

 

１２．汚水処理手数料（浄化槽汚泥等処理手数料）収入の推移 
                                            （単位：円） 

 
 

１３．し尿収集運搬委託料の推移 
                                            （単位：円） 

年 度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

収入金額 13,661,860 14,407,910 13,866,620 13,030,330 12,744,390 

年 度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

釧路地域 43,879,500 45,554,400 45,165,600 44,614,800 45,716,400 

阿寒地域 16,682,400 17,180,640 17,288,640 17,000,928 17,280,000 

音別地域 10,563,000 10,962,000 10,918,800 10,789,200 10,800,000 

計 71,124,900 73,697,040 73,373,040 72,404,928 73,796,400 
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１４．平成２９年度し尿・浄化槽汚泥等処理状況（１市・３か町村分） 

                                                

（単位：kℓ） 

種 別 

釧路市 3 か町村 

合 計 
釧路 

地域 

阿寒 

地域 

音別 

地域 
小計 白糠町 釧路町 鶴居村 小計 

し 尿 4,023.7 1,148.1 585.9 5,757.7 5,786.4 3,765.1 211.2 9,762.7 15,520.4 

汚泥等 1,468.9 267.6 99.9 1,836.4 1,255.4 688.7 387.3 2,331.4 4,167.8 

合 計 5,492.6 1,415.7 685.5 7,594.1 7,041.8 4,453.8 598.5 12,094.1 19,688.2 

 

 

１５．し尿・浄化槽汚泥等処理量（１市・３か町村分）の推移 

 

                                           (単位：kℓ) 

   年度 

種別 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

し 尿 18,269.6 17,118.2 17,229.2 15,984.2 15,520.4 

汚泥等 4,029.0 4,523.1 4,398.8 4,213.5 4,167.8 

合 計 22,298.6 21,641.3 21,628.0 20,197.7 19,688.2 

 

 

１６．管内３か町村し尿処理受託状況の推移 

 

 (単位：円/kℓ、kℓ、円) 

年  度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

処理単価      

白糠町 

搬入量 6,432.5 5,974.5 6,010.2 5,667.6 5,786.4 

負担金 30,072,958 ― ― ― ― 

釧路町 

搬入量 4,627.0 4,311.2 4,577,3 4,032.8 3,765.1 

負担金 22,463,587 ― ― ― ― 

鶴居村 

搬入量 203.9 217.4 247.5 258.4 211.2 

負担金 892,509 ― ― ― ― 

計 

搬入量 11,263.4 10,503.1 10,835.0 9,958.8 9,762.7 

負担金 53,429,054 ― ― ― ― 
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１７．管内３か町村浄化槽汚泥等受託状況 

 
                                                (単位：kℓ、円) 

年  度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成 28年度 平成 29年度 

処理単価（1kℓ当たり）     
 

白糠町 

搬入量 1,162.9 1,231.5 1,292.0 1,180.6 1,255.4 

負担金 4,768,022 ― ― ― ― 

釧路町 

搬入量 657.3 639.7 714.0 691.8 688.7 

負担金 1,776,103 ― ― ― ― 

鶴居村 

搬入量 184.8 575.8 394.7 463.5 387.3 

負担金 890,491 ― ― ― ― 

計 

搬入量 2,005.0 2,447.0 2,400.7 2,335.9 2,331.4 

負担金 7,434,616 ― ― ― ― 

 

 

１８．管内３か町村し尿等下水道受入施設建設負担金 

 
                                                            (単位：円) 

年  度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

白糠町 7,101,510 7,157,040 7,709,000 10,384,860 12,038,090 

釧路町 5,262,460 5,482,420 5,831,880 8,215,190 9,783,430 

鶴居村 626,230 733,990 935,190 1,273,330 1,573,590 

計 12,990,200 13,373,450 14,476,070 19,873,380 23,395,110 
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１９．し尿・浄化槽汚泥等処理施設 
 

施 設 名 大楽毛下水終末処理場（し尿等下水道受入施設） 

所 在 地 釧路市星が浦南６丁目９番 

し
尿
等
下
水
道
受
入
施
設 

着工年月日 平成２３年８月 

完成年月日 平成２５年３月 

供用開始 平成２５年７月 

受入能力 57.4kℓ/日(公称) 80.4kℓ/日(最大) 

主な施設 

建 物 
鉄筋コンクリート造 地上１階地下１階 

建築面積 約 590㎡ 

設 備 
受入槽、流量調整槽（80㎥×３槽）、沈砂槽、計量室、

生物脱臭装置等 

建設費 738,833千円（実施設計含む。事務費除く。） 

大
楽
毛
下
水 

終
末
処
理
場 

処理方法 標準活性汚泥法 

処理能力 23,000㎥/日 

主な施設 
消化槽（３槽）、曝気槽、汚泥脱水機（ベルトプレス式）、 

ガスタンク等 
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第６章 平成２９年度の主な事業活動 

 

１．釧路市廃棄物減量等推進審議会 

本市における廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項を審議。 

（１）構  成  ２０人以内（内一般公募３人） 

（２）任  期  ２年 

 

２．釧路市廃自動車認定等委員会 

釧路市自動車放置防止条例に基づき、廃自動車認定基準等、放置自動車対策に関する事項を 

審議。 

（１）構  成  ８人以内 

（２）任  期  ２年 

 

３．分別収集推進協力員制度 

分別収集推進に伴うごみの分別、資源物ステーションに関する市との連絡調整及び資源回収の 

推進、協力など地域と連携しながら自主的活動を実施。 
（１）構  成  各町内会等から推薦された協力員（平成３０年３月末現在６４３人） 

（２）任  期  １年（継続可） 

 

４．釧路市マチをきれいにする推進協議会 

清掃思想の啓発・清掃運動の実践を通じて、環境美化に寄与。 

（１）構成団体 

・釧路市連合町内会        ・釧路商工会議所          ・釧路青年会議所 

・釧路市小中学校校長会      ・釧路市子ども会育成連合会    ・釧路市末広振興会  

・釧路市社会福祉協議会      ・釧路市女性団体連絡協議会     ・釧路市老人クラブ連合会 

・北海道高等学校長協会釧根支部  ・釧路市ＰＴＡ連合会       ・釧路市市民環境部 

 

（２）任  期  ２年 

 

[平成２９年度事業計画] 

清掃意識啓発活動 
・マチをきれいにする市民総ぐるみ運動の推進（春・秋） 

・ポイ捨て防止街頭啓発 

清掃運動の実践 

・「春採公園クリーン作戦」の実施 

・ごみゼロキャンペーン「集まれごみひろい隊会」の実施 

・団体等による自主的清掃活動への支援及び清掃協力者への表彰 

清掃思想の普及 ・ポスターコンクールの実施（小学３年生対象） 
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５．釧路市クリーンパートナー制度 

釧路市内の公共の空間に一定区域を定め、市に登録した団体がクリーンパートナーとして清掃活

動を行い、市がその活動を支援。 

[登録団体]（登録年月日順） 

・釧路川元気の会  ・太平洋設備株式会社  ・日本たばこ産業株式会社道東釧路支店 

・釧路子ども劇場  ・釧路北ローターアクトクラブ 

・国際ゾンダ２６地区釧路ゾンタクラブ  ・ＤＣＭホーマック株式会社 

・株式会社釧路製作所本社工場  ・株式会社ＫＣＭコーポレーション 

・第一環境株式会社釧路事務所  ・一般社団法人日本貨物検数協会釧路事務所 

   ・株式会社美警 

 

６．学校教育における啓発事業 

小学生を対象に、ごみ減量化・資源化の意識高揚を図るため、社会科教育資料「きれいな 

くらし」を作成・配布。 
（１）配布対象  市内小学４年生 

（２）編集委員  ７人 

（３）作成部数  １，７００部（２７校） Ｂ５版／３４頁 

 

７．ごみの減量化・再資源化の施策 

（１）生ごみ堆肥（コンポスト）化容器・電気生ごみ処理機購入助成制度 

家庭から排出される生ごみの減量化と堆肥化による再資源化の促進を図るため、購入者に 

対し購入費の一部を助成。 
 
[生ごみ堆肥（コンポスト）化容器] 

①助成金額 

購入価格が６，０００円以上の場合、１個につき３，０００円助成 

購入価格が３，０００円以上６，０００円未満の場合、１個につき２，０００円を助成 

購入価格が１，０００円以上３，０００円未満の場合、１個につき１，０００円を助成 

②平成２９年度助成個数  １２個（累計４，４８０個） 
 
[電気生ごみ処理機] 

①助成金額  購入額の２分の１を助成（１０，０００円を上限） 

②平成２９年度助成台数   ６台（累計１，４２３台） 

 

（２）リサイクル情報バンク制度 

再利用の促進を図るため、家庭で不要となった家具等を市が情報提供の窓口となり、必要 

な方へ紹介する制度。 
 

平成２９年度成立件数    ２５件（累計１，１４０件） 
 

（３）リサイクルフェアの開催 

不用物のリサイクルを図るため、粗大ごみの収集申込の際に、リサイクル希望として提供され

た家具・自転車を低廉な価格で販売し、その益金をリサイクルの普及啓発活動等に活用。 
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（４）市民工房の開放 

市民自ら再利用の可能な大型不用品の修理等を行えるよう、専門的な工具等を備えた市民 

工房（釧路市資源リサイクルセンターに併用）を開放。 

 

（５）「環境ニュース」の作成・発行 

ごみ減量化・再資源化の市民啓発を図るため、定期的に廃棄物に関する情報等について啓発          

   用チラシを作成・配布（年２回発行）。 

 

（６）出前講座等の開催 

町内会、各種団体・サークル、事業所、学校、ＰＴＡなどの要請または対象に、ごみ減量化・ 

再資源化に関する講習会等を開催（出前講座、生ごみ減量講習会等）。 

 

（７）廃棄物処理施設等の見学会 

ごみ処理施設の現状を広く市民に啓発することを目的に、釧路広域連合清掃工場、釧路市資源

リサイクルセンター等の見学会を実施。 

 

（８）集団資源回収奨励金交付制度 

対象となる資源物（新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック）の回収量に応じ、１ｋｇあたり２円

の奨励金を交付。対象となる団体は、町内会、自治会、子ども会、老人クラブ、ＰＴＡ、その他

の営利を目的としない市民団体。 

 

①登録団体数（平成３０年３月末現在）       ３２９団体 

②平成２９年度奨励金交付金額     ５，４４１，７２０円 
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８．平成２９年度啓発事業報告 

行  事 事 業 内 容 

春の市民総ぐるみ運動 

（主催：釧路市マチをきれいにする推進協議会） 

マチをきれいにする市民総ぐるみ運動の実施に合わせ、連

合町内会及び各種団体、企業等への実施要請 

・実施期間：４／１２（水）～１６日（日） 

春採公園クリーン作戦 

（主催：釧路市マチをきれいにする推進協議会） 

市民の憩いの場として親しまれている春採公園の清掃活動

及び自然保護や環境保全への意識啓発の実施 

・実 施 日：４／２２（土）悪天候のため中止 

・参加予定人数：３２団体／３８８名 

ごみゼロキャンペーン 

「集まれ！ごみひろい隊会」 

（主催：釧路市マチをきれいにする推進協議会） 

ごみが散乱している区域における、市民及び市民団体等の

ボランティアによる清掃活動を実施 

・第１回 実 施 日：５／２７（土）雨天のため中止 

参加予定人数：２３団体／２８７名 

実施場所：釧路市観光国際交流センターから 

末広歓楽街地区 

・第２回 実 施 日：９／３０（土） 

参加人数：２１団体／１８６名 

実施場所：釧路市役所から末広歓楽街地区 

「市民みんなできれいなマチに」 

ポスターコンクール 

（主催：釧路市マチをきれいにする推進協議会） 

清掃意識の向上を図るため、小学３年生を対象に実施。 

金賞及び入賞作品については、社会科教育資料「きれいな

くらし」に掲載 

・応募作品数：７８点 ・審査会：９／４（月） 

・表 彰 式：１０／１１（水） 

・展示期間：１０／１１（水）～１０／１７（火） 

・展示会場：フィッシャーマンズワーフＭＯＯ２Ｆ 

秋の市民総ぐるみ運動 

（主催：釧路市マチをきれいにする推進協議会） 

マチをきれいにする市民総ぐるみ運動の実施に合わせ、連

合町内会及び各種団体、企業等への実施要請 

・実施期間：１０／１４（土）～２２日（日） 

ポイ捨て防止街頭啓発 

（主催：釧路市マチをきれいにする推進協議会） 

ごみのポイ捨て防止等の意識啓発を行うため、市内の商業

施設で啓発用品の配布、街頭啓発を実施 

・実 施 日：１０／２４（火） 

・参加団体：釧路市女性団体連絡協議会 他 

・実施場所：イオンモール釧路昭和店 1階出入口 

廃棄物処理施設等見学会（主催：釧路市） 

ごみ処理の現状を知ってもらうため、釧路広域連合清掃工

場、釧路市資源リサイクルセンター等の施設見学を実施 

・実施回数：１０回 

・参加人数：３５３名 
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第７章 清掃事業年表 
 

年（西暦） 月 事    項 

大正 11（1922）年 8月 ・市制施行 

昭和 4（1929）年 
3月 

 

・汚物掃除法が釧路市に適用される 

・芥容器の制定並びにし尿汲取許可業者を決定 

昭和 12（1937）年  ・厚生省設置 

昭和 23（1948）年  ・し尿処理手数料条例制定（20㍑／10円） 

昭和 24（1949）年 10月 ・旧鳥取町と併合 

昭和 25（1950）年 
 

 

・塵芥処理共同施設税制定 

・市直営ごみ収集(馬車と自動車)と清掃監視事務開始 

昭和 27（1952）年 
4月 

 

・し尿処理手数料改定（20㍑／15円） 

・初の直営大型バキューム車導入 

昭和 29（1954）年 
 

 

・清掃法公布 

・釧路市ふん尿取締条例施行 

昭和 30（1955）年 
4月 

 

・釧路市清掃条例制定 

・特別清掃区域内の汚物の収集処分軌道にのる 

昭和 33（1958）年 

 

 

 

6月 

 

11月 

・作業体制の整備拡充始まる 

直営 → 塵芥処理 15人・し尿処理 8人 

委託 → し尿「清掃企業共同組合」15人 

・し尿収集馬車（15台）からバキューム車（5台）へ自動車化完了 

(33.3 ～34.6) 

・昭和し尿処理場完成（能力 54㎘／日） 

昭和 34（1959）年 

8月 

12月 

 

・し尿収集委託業務開始 

・塵芥収集委託業務開始「環境衛生」 

・音別衛生組合設立〈音別町〉 

昭和 36（1961）年 12月 ・別保し尿処理場完成（能力 90㎘／日） 

昭和 37（1962）年 
5月 

 

・釧路清掃企業組合設立 

・直営収集にパッカー車導入開始 

昭和 39（1964）年 

4月 

 

 

・太平洋炭鉱地区の収集を市に移管 

・塵芥焼却炉条例制定（阿寒湖温泉地区、雄別地区 2基稼働） 

〈阿寒町〉 

昭和 40（1965）年 
5月 

11月 

・ごみ委託収集馬車を全面自動車化 

・ごみ収集一部委託 

昭和 41（1966）年 
4月 

 

・塵芥処理共同施設税廃止 

・一般家庭収集料金無料化 

昭和 42（1967）年 
4月 

 

・ごみ収集車の全面機械化計画実施（3ヶ年計画） 

・桜ケ岡ごみ処分場使用開始（49年 6月閉鎖） 

 

- 31 -



年（西暦） 月 事    項 

昭和 43（1968）年 

3月 

4月 

 

 

10月 

・し尿収集運搬業務委託開始〈音別町〉 

・新野し尿処理場使用開始（能力 100㎘／日） 

・「白糠町、音別町及び釧路市のし尿処理に関する事務の委託に関する

規約」協議により、音別町し尿を釧路市新野処理場に搬入開始 

・ごみ収集、曜日別大ブロック収集に移行 

昭和 44（1969）年 

6月 

8月 

9月 

・塵芥収集委託業務開始〈音別町〉 

・ごみ収集車の全面機械化完了 

・ごみ袋詰収集へ移行（ポリ袋の無償配布「月 5枚」開始） 

昭和 45（1970）年 7月 ・安原ごみ処分場使用開始（安原農場地区） 

昭和 46（1971）年 

 

4月 

 

9月 

・川東地区し尿処理槽新設及び大型バキュームカー購入〈音別町〉 

・廃棄物の処理及び清掃に関する条例制定（定額制 1世帯 1,200円） 

〈阿寒町〉 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行（45.12.25日施行） 

昭和 47（1972）年 

3月 

6月 

10月 

・釧路市廃棄物の処理及び清掃に関する条例制定（47.6.1施行） 

・浄化槽清掃業許可開始 

・東清掃センター（ごみ関係）完成 

昭和 48（1973）年 

4月 

 

 

7月 

 

・清掃指導車 2台配備 

・新野し尿処理場増設完了（能力 合計 200㎘／日） 

・釧路管内 5町村し尿処理委託受託事務開始 

・し尿処理手数料の無料化実施（年 4回まで 2,400㍑以下） 

・し尿浄化槽の汚泥処理料の一部助成 

昭和 49（1974）年 

3月 

 

4月 

5月 

7月 

9月 

・西清掃センター（し尿関係）完成 

・ごみ焼却処理施設完成〈音別町〉 

・ごみ焼却処理施設運転管理業務委託開始〈音別町〉 

・環境衛生㈿ → 環境衛生㈽ 

・第 1高山ごみ処分場使用開始 

・ＰＣＢ製品回収 

昭和 50（1975）年 4月 ・中音別埋立地供用開始（焼却灰）〈音別町〉 

昭和 51（1976）年 

2月 

3月 

4月 

 

6月 

・塵芥焼却場使用開始（平成 14年 12月廃止）〈阿寒町〉 

・別保処理場増設完了（能力 合計 140㎘／日）昭和し尿処理場閉鎖 

・廃棄物の処理及び清掃に関する条例一部改正（1世帯 200円） 

〈阿寒町〉 

・安原ごみ処分場使用開始（福西農場地区） 

昭和 53（1978）年 4月 ・教育資料「きれいなくらし」発行 

昭和 54（1979）年 

5月 

8月 

12月 

・一般廃棄物処理業許可開始 

・資源回収推進委員会の設立 

・ごみの計量開始 

昭和 55（1980）年 
4月 

 

・第 3高山ごみ処分場使用開始 

・ごみ埋立処分手数料改正(100㎏ごと 100円) 
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年（西暦） 月 事    項 

昭和 56（1981）年 
7月 

11月 

・風連別川畔ごみ捨場閉鎖〈音別町〉 

・尺別埋立地供用開始（不燃ごみ・粗大ごみ）〈音別町〉 

昭和 57（1982）年 

4月 

 

 

 

 

・歓楽街毎日収集→週 3回収集（一部許可業者へ移行） 

・一般廃棄物収集運搬業許可等申請手数料改正(1件につき 5,000円) 

・し尿浄化槽清掃業許可等申請手数料改正(1件につき 5,000円) 

・廃棄物の処理及び清掃に関する条例一部改正（1世帯月額 300円） 

〈阿寒町〉 

昭和 58（1983）年 10月 ・第 2高山汚水処理施設竣工 

昭和 59（1984）年 

4月 

 

 

 

 

・全市ごみ処理区域 

・廃乾電池分別収集実施 

・道路散水業務を道路管理課へ移行 

・第 2高山ごみ処分場使用開始 

・週 2回収集 99.6％達成 

昭和 60（1985）年 10月 ・浄化槽法施行 

昭和 61（1986）年 

2月 

4月 

 

6月 

 

 

 

8月 

・釧路市マチをきれいにする推進協議会の設立 

・機構改革に伴い清掃指導業務を清掃第 2課へ移行 

・廃棄物の処理及び清掃に関する条例一部改正（一世帯月額 400円） 

〈阿寒町〉 

・ポリ袋の無償配布制度廃止 

・公衆便所清掃の民間委託化 

・廃乾電池を「野村興産イトムカ鉱業所」で処理開始（年間 10トン) 

・歓楽街の早朝収集開始（7:30～8:00試行） 

昭和 62（1987）年 

4月 

 

 

 

5月 

 

8月 

・し尿処理手数料の有料化(100㍑まで 300円 20㍑ごと 60円） 

・し尿収集委託業者「釧路清掃企業組合」が「釧路厚生社」と合併 

・浄化槽事務の知事権限が市町村長に委譲（一部） 

・処分場料金徴収業務の民間委託化 

・一般廃棄物処理業（ごみ）の許可業者拡大方針の決定 

・両処分場受入時間の延長（5月～10月末まで朝 30分 夜 30分） 

・歓楽街の早朝収集本格実施 

昭和 63（1988）年 
4月 

 

・不法投棄業務を環境保全課から清掃第 2課へ移行 

・し尿処理場夜間業務委託 

平成元（1989）年 
4月 

 

・ごみ収集運搬手数料改正（消費税導入関係） 

・高山・安原処分場の埋立業務民間委託化 
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年（西暦） 月 事    項 

平成 2（1990）年 

3月 

 

4月 

 

8月 

 

11月 

・西清掃センター閉鎖 

・別保処理場し尿処理業務休止 

・別保処理場中継業務開始 

・道、医療廃棄物処理ガイドライン施行 

・高山・安原処分場産業廃棄物の受入れを制限 

・北海道医療廃棄物処理指導要領実施 

・産業廃棄物最終処分場（第 1期）設置〈阿寒町〉 

平成 3（1991）年 
10月 

 

・再生資源の利用の促進に関する法律公布（3.10.25 施行） 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（改正）公布 

平成 4（1992）年 

4月 

 

 

 

 

 

 

 

5月 

6月 

7月 

 

12月 

・し尿処理手数料の改正（ 100㍑まで 400円、20㍑ごと 80円） 

・機構改革に伴い環境保全課と公害対策課が統合。環境保全係が 

生活環境リサイクル担当に改組。公害対策係が公害係に名称変更 

・し尿収集委託業務等を環境保全課から清掃第 1課へ移行 

・清掃第 2課に指導係を新設 

・ごみ収集委託、許可業務等を環境保全課から清掃第 2課へ移行 

・生ごみ堆肥化容器（コンポスト）助成制度開始〈阿寒町〉 

・資源回収推進委員会を資源リサイクル推進委員会に改編 

・空き缶処理専用車（プレスカー）購入。公募愛称「缶平くん」 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（改正）施行（4.7.4) 

・分別収集モデル地区実施（芦野、桜ヶ岡、白樺台各地区の一部） 

・生ごみ堆肥化容器（コンポスト）助成制度開始 

・一般廃棄物最終処分場（ペンケナイ）使用開始〈阿寒町〉 

平成 5（1993）年 

4月 

 

 

 

 

 

11月 

12月 

・機構改革に伴い環境保全課を改組し環境計画、環境公害、環境衛生 

の 3係体制に。リサイクル推進室（課）を新設 

・別保処理場の中継業務を休止 

・廃棄物堆肥化緑化実験事業（マウンド工法）開始 

・資源ごみ保管施設（ペンケナイ）使用開始〈阿寒町〉 

・廃棄物処理施設（ごみ焼却施設）1号基供用開始〈音別町〉 

・国の環境基本法制定 

・産業廃棄物最終処分場（第 2期）設置〈阿寒町〉 

平成 6（1994）年 

1月 

9月 

 

 

 

10月 

 

 

・廃棄物処理施設（ごみ焼却施設）2号基供用開始〈音別町〉 

・釧路市資源リサイクルセンター（市民工房を併設）完成 

・釧路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例及び同施行規則制定 

（釧路市廃棄物処理及び清掃に関する条例及び同施行規則全部改正） 

・安原ごみ処分場閉鎖 

・廃棄物減量等推進審議会設置〈阿寒町〉 

・全市一斉分別収集（可燃ごみ・不燃ごみ・有害ごみ・粗大ごみ・ 

資源物）を試行開始 
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年（西暦） 月 事    項 

平成 7（1995）年 

3月 

 

 

 

4月 

 

 

 

 

6月 

7月 

 

 

 

・廃棄物の処理及び清掃に関する条例全部改正〈阿寒町〉 

・ごみの分別、町指定ポリ袋及び収入証紙による定額制から従量制へ 

の移行  一般 10㎏ 100円 事業所 10㎏ 150円 

・モデル地区での試行（9月から 11月）及び住民説明会の実施 

・環境公害係が環境公害担当へ変更。リサイクル推進室の体制が 2係 

から 1担当（リサイクル推進担当）へ改組 

・別保汚泥埋立処分地閉鎖 

・浄化槽汚泥等の汚水処理手数料が有料化（1㍑ごとに 5円） 

・資源ごみ保管施設設置（富士見地区）〈阿寒町〉 

・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律公布 

・釧路市廃棄物減量等推進審議会を設置（委員に公募 5人参入） 

・廃冷蔵庫からのフロンガス回収を始める 

・分別収集マスコットキャラクターの名前を公募し、「わけ丸」と決定 

・産業廃棄物最終処分場（第 1期）廃止〈阿寒町〉 

平成 8（1996）年 

2月 

 

 

 

3月 

4月 

 

 

 

7月 

10月 

 

 

・釧路市廃棄物堆肥化緑化実験事業報告書がまとまる 

・廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行〈阿寒町〉 

・一般 10㎏ 60円・事業所 10㎏ 90円（H10年 3月 31日までの暫定 

料金）町全体での試行（2月～3月） 

・廃棄物循環型社会基盤施設整備（ＣＲＴ）事業計画を策定 

・阿寒湖温泉並びに西徹別にて空き缶を選別の上アルミ缶をプレス 

処理し、売却（平成 10年度まで）〈阿寒町〉 

・資源ごみ保管施設利用開始（旧消防会館平成 9年 1月廃止）〈阿寒町〉 

・「リサイクル情報バンク」開設 

・北海道環境基本条例施行 

・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律に基づく

市町村分別収集計画提出 

・事業系分別収集モデル事業実施（2ケ年間） 

平成 9（1997）年 

1月 

4月 

6月 

 

7月 

10月 

12月 

 

・資源ごみ保管施設設置（阿寒湖畔地区）〈阿寒町〉 

・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律施行 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正 

・多量排出事業者の許可制度開始〈音別町〉 

・家庭用コンポスト容器の購入助成事業開始〈音別町〉 

・「環境にやさしい店」登録制度開始 

・釧路ハイミール工場跡地取得（釧路市資源リサイクル事業協同組合 

事務所移転) 
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年（西暦） 月 事    項 

平成 10（1998）年 

 

3月 

 

4月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月 

 

9月 

12月 

 

・尺別埋立地閉鎖〈音別町〉 

・廃棄物の処理及び清掃に関する条例一部改正（暫定料金の猶予） 

〈阿寒町〉 

・機構改革に伴い、環境部内の組織を改める 

環境保全課（環境計画係／環境公害担当／環境衛生係）を環境政策 

課（環境管理担当／自然保護担当）に 

リサイクル推進室（リサイクル推進担当）を廃棄物対策課（計画担 

当／廃棄物管理リサイクル担当）に 

清掃第 1課（庶務係／新野処理場）を環境衛生課（業務係／環境衛

生担当／新野処理場）に 

清掃第 2課（庶務係／事業係／施設係／指導係）を清掃事業所（指 

導担当／事業担当）に 

・資源ごみ保管施設設置（ペンケナイ 移動式）〈阿寒町〉 

・資源ごみ保管施設設置（北町地区・北新町地区、新町地区）〈阿寒町〉 

・釧路市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果 

の縦覧等の手続きに関する条例及び同施行規則制定 

・釧路支庁管内ごみ広域処理検討協議会設置 

・鶴居村一般廃棄物（計画収集）の搬入を受入 

・釧路市環境基本条例の制定(H11年 1月施行） 

平成 11（1999）年 

 

1月 

 

4月 

 

 

 

 

 

 

9月 

10月 

12月 

 

・資源物指定袋の無償配布開始〈音別町〉 

・資源リサイクル地域説明会実施（6地区）〈音別町〉 

・廃棄物再生利用施設（リサイクルセンター）竣工〈音別町〉 

・し尿処理手数料の改正(100㍑まで 500円、20㍑ごと 100円) 

・資源物の収集回数を月 1回から月 2回に拡大 

・町資源ごみの無料化に伴い、ペットボトル、発泡スチロール、 

白トレイを資源ごみとして収集開始（阿寒地区）〈阿寒町〉 

・資源物分別収集開始（缶、びん、ペットボトル、紙パック、雑誌、 

ダンボール、トレイ、古布）〈音別町〉 

・リサイクルセンター運転管理業務委託開始（おんべつ学園）〈音別町〉 

・リサイクルセンター見学会実施（中学生対象）〈音別町〉 

・ペットボトル、発泡スチロ－ル製食品トレイの資源回収開始 

・破砕処理施設（民間施設）の稼働 

・排出ごみ袋の透明化実施 
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年（西暦） 月 事    項 

平成 12（2000）年 

 

1月 

2月 

3月 

 

 

 

4月 

 

 

 

5月 

 

 

6月 

 

 

 

9月 

10月 

・中音別埋立地閉鎖〈音別町〉 

・資源リサイクルセンター プラスチック再生棟完成 

・資源物分別収集モデル収集事業実施〈音別町〉 

・廃棄物の処理及び清掃に関する条例一部改正（暫定料金の改正） 

一般 10㎏ 80円・3㎏ 25円 事業所 10㎏ 120円 

（H14年 3月 31日までの暫定料金）〈阿寒町〉 

・空き缶等ごみの散乱防止に関する条例制定 同年 7月施行〈阿寒町〉 

・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律完全施行 

・資源ごみ選別委託本格開始〈阿寒町〉 

・資源物・不燃ごみの収集日を月 2回に増設〈音別町〉 

・電気生ごみ処理機助成制度(モニタ－制度)実施 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律公布 

・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律公布 

・音別町最終処分場の開始〈音別町〉 

・循環型社会形成推進基本法公布 

・資源の有効な利用の促進に関する法律公布 

・食品循環資源再生利用促進法公布 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律改正 

・釧路市みんなできれいな街にする条例の制定(H13年 4月施行） 

・事業系ごみの分別収集開始 

平成 13（2001）年 

2月 

 

 

 

4月 

 

5月 

6月 

7月 

 

・釧路市みんなできれいな街にする条例に基づく、美観推進重点区域 

指定の告示 

・釧路市みんなできれいな街にする条例の啓発キャラクターを公募、

「フォッグ」に決定 

・特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）施行 

・資源ごみ処理業務委託〈阿寒町〉 

・電気生ごみ処理機助成制度開始 

・釧路市清掃ボランティア制度発足 

・小学 4年生～6年生を対象に、ごみのポイ捨て防止標語募集 

「ポイ捨てをみんなでやめよう未来のために」に決定 

平成 14（2002）年 

3月 

4月 

 

 

 

 

 

 

6月 

11月 

12月 

 

 

 

 

・釧路市一般廃棄物処理基本計画の策定 

・機構改革により廃棄物対策課（計画担当、廃棄物管理ﾘｻｲｸﾙ担当）を 

廃棄物対策課（廃棄物対策担当、廃棄物広域処理推進担当）に 

・新ごみ最終処分場（新高山）の使用開始 

・釧路支庁管内ごみ広域処理推進協議会設立（6市町村、釧路支庁管 

内ごみ広域処理検討協議会から移行） 

・特殊ごみ（有料）の分別区分を廃止し、雑紙、乾電池、蛍光灯等を 

資源ごみとして収集開始（阿寒地区）〈阿寒町〉 

・旧ごみ最終処分場（第 2高山）閉鎖 

・釧路広域連合設立 

・ごみ焼却処理施設廃止〈音別町〉 

・廃棄物の処理及び清掃に関する条例一部改正（料金改正） 

一般 10㎏ 100円 3㎏ 30円 事業所 10㎏ 150円〈阿寒町〉 

・廃棄物処理法施行規則ごみ焼却施設基準強化完全施行（ダイオキシ

ン類対策）に伴い、阿寒町塵芥焼却場廃止〈阿寒町〉 
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年（西暦） 月 事    項 

平成 15（2003）年 

4月 

 

 

10月 

 

12月 

・ごみ減量アクションプログラム策定 

・一般廃棄物最終処分場（オリヨマップ）使用開始〈阿寒町〉 

・資源ごみ処理業務委託（平成 17年度まで）〈阿寒町〉 

・家庭系使用済パソコンの製造等事業者による自主回収及び再資源化 

の開始 

・一般廃棄物最終処分場運転管理業務委託開始〈音別町〉 

平成 16（2004）年 

2月 

 

6月 

 

・釧路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例の改正（ごみ処理の有 

料化）を提案 

・同条例の改正可決（平成 17年 4月 1日施行） 

・「ノーレジ袋の日」開始 

平成 17（2005）年 

1月 

3月 

 

 

4月 

 

 

 

7月 

10月 

 

 

 

 

 

・使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）の 

全面施行 

・釧路市自動車放置防止条例の制定（平成 17年 4月一部施行、平成 

17年 10月全面施行） 

・ごみ処理手数料の有料化実施 

袋の価格 10ℓ25円 20ℓ50円 30ℓ75円 40ℓ100円 

・資源物の収集回数を月 2回から月 4回に拡大 

・プラスチック製容器包装、木の枝、落葉、刈草の資源回収開始 

・集団資源回収支援事業開始 

・釧路市・阿寒町・音別町が合併し、新釧路市が誕生 

・合併に伴い、分別内容の変更（統一） 

・旧阿寒町指定ごみ袋（一般家庭用）及び粗大ごみ収入証紙販売取扱 

終了〈阿寒町〉 

・3市町合併に伴うごみ処理手数料の有料化実施のほか事務事業統一

化〈音別町〉 

平成 18（2006）年 

4月 

 

 

 

 

 

7月 

・釧路広域連合清掃工場稼動 

・可燃ごみの直接埋立処理を廃止し、焼却処理を開始 

・釧路広域連合による、可燃ごみ（一部を除く）の広域処理を開始 

・旧阿寒町指定ごみ袋及び収入証紙使用不可〈阿寒町〉 

・旧阿寒町指定ごみ袋及び収入証紙未使用分買い戻し（4月～9月） 

〈阿寒町〉 

・家庭系生ごみ減容化モデル事業実施（12月までの 6ヶ月間） 

平成 19（2007）年 

4月 

 

 

 

 

5月 

8月 

・機構改革により、廃棄物対策課と清掃事業所を統合し環境事業課 

（廃棄物対策担当、指導担当、事業施設担当）に 

また、環境政策課に生活環境担当を新設 

・し尿処理手数料（料金改正）100ℓまで 550円、100ℓ超 20ℓ毎 110円 

・浄化槽汚泥等の汚水処理手数料（料金改正）5.75円/ℓ 

・産業廃棄物最終処分場（第 2期）廃止〈阿寒町〉 

・ごみ処理手数料（料金改正） 6ℓ15円 
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年（西暦） 月 事    項 

平成 20（2008）年 

4月 

 

 

 

 

5月 

9月 

・機構改革により、環境政策課生活環境担当を廃止、環境事業課 

廃棄物対策担当と統合 

・廃プラスチックの資源化を開始 

・事業系の刈草、木の枝を可燃ごみ指定 

・ペットボトル、白色トレイの収集委託を開始 

・釧路地域レジ袋削減推進連絡会が発足 

・パッカー車でのＢＤＦ（廃食油）試験運行実施（11月まで） 

平成 21（2009）年 

4月 

 

 

 

 

 

 

7月 

・資源物の祝日収集を開始、資源物ステーションの網、カゴ等の 

設置時間を変更する 

・ごみ処理手数料（料金改正）事業系ごみ処理手数料 50円/10kg 

から 80円/10kgに改正 

・釧路市ごみ処理基本計画の策定 

・プラスチック製容器包装の収集委託を開始 

・家電リサイクル法の対象品目の追加（薄型テレビ・衣類乾燥機） 

・「一般廃棄物広域処理あり方検討委員会」設置 

平成 22（2010）年 

4月 

 

5月 

・機構改革により、市民部と環境部を統合し、名称を市民環境部へと 

変更。環境衛生課を廃止、環境保全課環境衛生担当を新設 

・パッカー車でのＢＤＦ（廃食油）本格運行実施 

平成 23（2011）年 

4月 

 

 

 

8月 

・ごみ処理手数料（料金改正）家庭系ごみ処理手数料 50円/10kgから 

80円/10kgに改正 

・し尿処理手数料（料金改正）100ℓまで 650円、100ℓ超 20ℓ毎 130円 

・浄化槽汚泥等の汚水処理手数料（料金改正）6.75円/ℓ 

・し尿等下水道受入施設 着工 

平成 24（2012）年 4月 
・家庭系の苅草、木の枝、落葉等を可燃ごみ指定（ごみ処理手数料は 

無料） 

平成 25（2013）年 

3月 

4月 

 

 

 

7月 

9月 

12月 

 

 

・し尿等下水道受入施設 完成 

・機構改革により新野処理場を廃止、残務を環境保全課環境衛生担当 

に移行 

・使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電 

リサイクル法）施行 

・し尿等下水道受入施設 本稼働 

・新野処理場閉鎖 

・小型家電リサイクル法施行により、不燃ごみからのピックアップ方 

式による回収開始（釧路地域のみ。阿寒・音別地域は、平成 26年 4 

月から開始） 

平成 26（2014）年 

4月 

 

 

 

 

 

 

 

 

・消費税率引き上げに伴い、ごみ処理手数料（ごみ袋、処理券、自己 

搬入手数料）及びし尿処理手数料、浄化槽汚泥等の汚水処理手数料

改定 

指定ごみ袋の価格 6ℓ 16円、10ℓ 26円、20ℓ 51円、30ℓ 77円、 

40ℓ 103円 

粗大ごみ処理券  1枚 385円  

自己搬入手数料  82円/10kg 

し尿処理手数料  100ℓまで 665円、100ℓ超 20ℓ毎 133円 

 浄化槽汚泥等の汚水処理手数料 6.94円/ℓ 
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第８章 資料 
 

 

 

○釧路市環境基本条例 

平成１７年１０月１１日 

釧路市条例第１２８号 

目次 

前文 

第1章 総則（第１条―第６条） 

第2章 環境の保全及び創造に関する基本方針等 

（第７条―第９条） 

第3章 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

（第１０条―第２９条） 

第4章 地球環境保全及び国際協力 

（第３０条・第３１条） 

第5章 環境審議会（第３２条） 

附則 

釧路市は、広大な太平洋に臨み、タンチョウをはじ

め数多くの野生生物が生息する国際的にも貴重な釧

路湿原などのすぐれた自然にいだかれ、そのかけがえ

のない環境から絶えることなく豊かな恵みを受けつ

つ、今日まで発展してきた。 

一方、今日の私たちの社会は、豊かさや利便性が高

まった反面、日常生活や経済活動等の人の営みが拡大

し、大量の資源やエネルギーが消費され、環境への負

荷が増大し、その影響は地域の環境のみならず、今や

人類の生存基盤である地球環境全体に及ぶまでに

至った。 

もとより、すべての市民は、環境からの恵沢を受け

良好な環境の下に生活する権利を有しており、将来に

わたりこの環境を健全で恵み豊かなものとして次の

世代に引き継いでいくことは、私たちの願いであり、

また、責務でもある。 

このため、私たちは、地域の自然環境や生活環境を

良好なものとするとともに、環境への負荷を増大させ

ている現在の経済社会構造のあり方や生活様式を見

直し、かけがえのない地球に生きるものの一員として

の自覚の下に地球環境の保全に貢献していかなけれ

ばならない。 

このような考え方に立って、市、事業者及び市民の

すべてが、環境の問題を自らの課題として認識し、そ

れぞれの責任の下に相互に連携しながら役割を果た

していくことにより、環境への負荷を低減するととも

に、循環を基調とした持続的発展が可能な社会をつく

るため、釧路市環境基本条例を制定する。 

第1章 総則 

（目的） 

第1条 この条例は、良好な環境の保全並びに快適な

環境の維持及び創造（以下「環境の保全及び創造」

という。）について、基本理念を定め、並びに市、

事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、施

策の基本となる事項を定めることにより、その施策

を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来

の市民が健康で文化的な生活を営むうえで必要と

する良好な環境を確保することを目的とする。 

（定義） 

第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人

の活動により環境に加えられる影響であって、環境

の保全上の支障の原因となるおそれのあるものを

いう。 

2 この条例において「地球環境保全」とは、人の活

動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の

進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地

球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼ

す事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢

献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保

に寄与するものをいう。 

3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の

支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生

ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水

質以外の水の状態又は水底の底質が悪化すること

を含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下

（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除

く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人

の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に

密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。

以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。 

（基本理念） 

第3条 環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的

な生活を営むうえで必要とする健全で恵み豊かな

環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくこ

とを目的として行われなければならない。 

2 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民のす

べての者がそれぞれの責任を認識し、公平な役割分

担の下、自主的かつ相互に連携協力して推進されな

ければならない。 

3 環境の保全及び創造は、人と自然が共生し、循環

を基調とした環境への負荷の少ない持続的発展が

可能な社会が実現されるように行われなければな

らない。 

4 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに、

市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保

するうえで重要であることから、すべての者が自ら

の課題であることを認識し、日常生活及び事業活動

において積極的に推進されなければならない。 

（市の責務） 

第4条 市は、市民の意見を適切に反映して、環境の

保全及び創造に関する総合的かつ計画的な施策を

策定し、及び実施しなければならない。 

2 市は、自ら率先して環境への負荷の低減に努めな

ければならない。 

（事業者の責務） 

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、

これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を

適正に保全するために必要な措置を講じなければ

ならない。 

2 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、

物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに

当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使

用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の

低減に努めるとともに、廃棄物となった場合に適正

な処理が図られるように必要な措置を講じなけれ
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ばならない。 

3 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、

その事業活動において再生資源その他の環境への

負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するよう

に努めなければならない。 

4 前３項に定めるもののほか、事業者は、その事業

活動に関し、環境に与える影響を認識し、自ら環境

への負荷の低減に努めるとともに、市が実施する環

境の保全及び創造に関する施策に協力しなければ

ならない。 

（市民の責務） 

第6条 市民は、環境の保全上の支障を防止するため、

その日常生活において、廃棄物の適正処理及び排出

の抑制、資源やエネルギーの節減及び環境への負荷

の低減に資する製品等の利用に努めなければなら

ない。 

2 前項に定めるもののほか、市民は、その日常生活

において、環境に与える影響を認識し、自ら環境へ

の負荷の低減に努めるとともに、市が実施する環境

の保全及び創造に関する施策に協力しなければな

らない。 

第2章 環境の保全及び創造に関する基本方針等 

（施策の基本方針） 

第7条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本

方針に基づく環境の保全及び創造に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するものとする。 

(1) 人の健康の保護及び生活環境の保全を図るた

め、大気、水、土壌等を良好な状態に保持するこ

と。 

(2) 人と自然との共生を図るため、生物の多様性

を保全するとともに、湿原、水辺地等多様な自然

環境を適正に保全すること。 

(3) 地域の特性を生かした良好な景観の形成、歴

史的文化的遺産の保全等により、潤い、ゆとり、

安らぎ等心の豊かさが感じられる環境を確保す

ること。 

(4) 廃棄物の発生の抑制及び適正な処理、資源の

循環的利用並びにエネルギーの有効利用等によ

り、環境への負荷の少ない循環型社会の構築を図

ること。 

(5) 地球環境保全のため、地域における環境への

負荷の低減を進めるとともに、国際協力を推進す

ること。 

（環境基本計画） 

第8条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び

創造に関する基本的な計画（以下「環境基本計画」

という。）を策定しなければならない。 

2 環境基本計画は、環境の保全及び創造に関する長

期的な目標及び施策の大綱その他必要な事項につ

いて定めるものとする。 

3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、

市民の意見を適切に反映するとともに、釧路市環境

審議会の意見を聴かなければならない。 

4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やか

に、これを公表しなければならない。 

5 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準

用する。 

（釧路市環境白書） 

第9条 市長は、毎年、環境の現況及び環境の保全及

び創造に関する施策の実施状況等を明らかにする

ため、釧路市環境白書を作成し、公表しなければな

らない。 

第3章 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

（市の事業に係る環境への配慮） 

第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策

を策定し、及び実施に当たっては、環境への負荷が

低減されるよう、十分に配慮するものとする。 

（規制の措置） 

第11条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、

必要な規制の措置を講ずるものとする。 

（経済的措置） 

第12条 市は、市民及び事業者が環境の保全及び創造

に資する措置をとることを促進するため必要があ

るときは、適正な助成その他の措置を講ずるよう努

めるものとする。 

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、特に必要

があるときは、市民又は事業者に適正な経済的負担

を求める措置を講ずるものとする。 

（環境影響評価） 

第13条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのあ

る事業を行おうとする者が、あらかじめその事業に

係る環境への影響について自ら適正に調査、予測及

び評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る

環境の保全について適正に配慮することを推進す

るため、必要な措置を講ずるものとする。 

（環境の保全及び創造に資する施設の整備等） 

第14条 市は、廃棄物処理施設、下水道その他の環境

の保全上の支障を防止するための施設の整備を推

進するように努めるものとする。 

2 市は、公園、緑地等の公共的施設の整備その他の

快適な環境の維持及び創造に資する事業を推進す

るように努めるものとする。 

（市民及び事業者の活動の促進） 

第15条 市は、市民及び事業者が自発的に行う環境の

保全及び創造に関する活動を促進するため、必要な

措置を講ずるものとする。 

（環境教育及び学習の推進） 

第16条 市は、市民及び事業者が環境の保全及び創造

についての理解を深め、自発的に活動することを促

進するため、環境の保全及び創造に関する教育及び

学習（以下「環境教育及び学習」という。）の推進

に努めるものとする。 

2 前項の場合において、市は、特に将来を担う世代

について、積極的に環境教育及び学習を推進するよ

うに努めるものとする。 

（情報の収集及び提供） 

第17条 市は、市民及び事業者の自発的な活動の促進

並びに環境教育及び学習の推進に資するため、環境

の保全及び創造に関する情報を収集し、これを適切

に提供するように努めるものとする。 

（調査研究の実施） 

第18条 市は、環境に関する現状を把握し、環境の保

全及び創造に関する施策を推進するため、必要な調
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査研究の実施及びその成果の活用に努めるものと

する。 

（監視等の体制整備） 

第19条 市は、環境に関する現状を把握し、環境の保

全及び創造に関する施策を適正に実施するため、必

要な監視、測定及び検査等の体制の整備に努めるも

のとする。 

（自然環境の保全） 

第20条 市は、タンチョウ、シマフクロウその他野生

生物の保護管理並びに釧路湿原、春採湖をはじめと

する湿原、森林、水辺地その他の多様な自然環境の

保全及び適正な利用の促進が図られるように努め

るものとする。 

（公害の防止） 

第21条 市は、市民の健康の保護及び生活環境の保全

が図られるよう、公害を防止するために必要な措置

を講ずるものとする。 

（快適な都市空間の形成） 

第22条 市は、安らぎと潤いのある快適な都市空間の

形成を図るため、歴史的文化的遺産の保全及び水辺

の整備等必要な措置を講ずるものとする。 

（良好な景観の形成） 

第23条 市は、自然と調和した、地域の特性を生かし

た良好な景観を形成するために必要な措置を講ず

るものとする。 

（緑化の推進） 

第24条 市は、緑豊かな生活環境の確保が図られるよ

う、緑化を推進するために必要な措置を講ずるもの

とする。 

（都市美化の推進） 

第25条 市は、ごみの投棄や散乱の防止等都市美化を

推進するために必要な措置を講ずるものとする。 

（廃棄物の発生の抑制及び資源の循環的利用等の推

進） 

第26条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民

及び事業者による廃棄物の発生の抑制及び適正処

理、資源の循環的利用並びにエネルギーの有効利用

が促進されるように必要な措置を講ずるものとす

る。 

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設

の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっ

ては、廃棄物の発生の抑制及び適正処理、資源の循

環的利用並びにエネルギーの有効利用に努めるも

のとする。 

3 市は、環境への負荷の低減に資する製品等の利用

が促進されるように努めるものとする。 

（国及び他の地方公共団体等との連携協力） 

第27条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推

進するに当たり、国、他の地方公共団体等との連携

協力に努めるものとする。 

2 前項の場合において、市は、釧路湿原の保全等特

に広域的に取り組む必要があるときは、関係する地

方公共団体等との連携協力に努めるものとする。 

（施策の推進体制の整備） 

第28条 市は、その機関相互の施策の調整を図り、環

境の保全及び創造に関する施策を総合的に推進す

るための体制を整備するものとする。 

（財政上の措置） 

第29条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推

進するため、必要な財政上の措置を講ずるように努

めるものとする。 

第4章 地球環境保全及び国際協力 

（地球環境保全の推進） 

第30条 市は、地球環境保全に資するため、地球温暖

化の防止、生物の多様性の保全等に関する施策の積

極的な推進に努めるものとする。 

（国際協力の推進） 

第31条 市は、国及び他の地方公共団体等と連携し、

地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるも

のとする。 

2 市は、特に自然環境保全に関し、国際機関、国及

び他の地方公共団体その他関係する団体等と連携

して、情報交換、調査研究及び人材交流等を行うこ

とにより国際協力の推進が図られるように努める

ものとする。 

第5章 環境審議会 

（釧路市環境審議会） 

第32条 環境の保全及び創造に関する基本的事項を

調査審議するため、釧路市環境審議会（以下「審議

会」という。）を置く。 

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を

調査審議する。 

(1) 環境基本計画に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創

造に関する基本的事項 

3 審議会は、市長が委嘱し、又は任命する委員１８

人以内をもって組織する。 

4 委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

5 特別の事項を調査審議するために必要があるとき

は、審議会に臨時委員を置くことができる。 

6 専門の事項を調査させるため必要があるときは、

審議会に調査委員を置くことができる。 

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運

営に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成１７年１０月１１日から施行する。 

 

 

 

○釧路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例 

平成１７年１０月１１日 

釧路市条例第１３２号 

改正 平成１７年１２月１３日条例第２９９号 

平成１８年３月２４日条例第１９号 

平成１９年３月２２日条例第１０号 

平成１９年３月２２日条例第２２号 

平成２０年１２月１２日条例第５３号 

平成２３年３月１８日条例第１号 

平成２３年１２月１３日条例第３９号 

平成２５年３月２５日条例第１３号 

平成２５年６月２４日条例第３８号 

平成２６年３月２０日条例第４号 
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目次 

第1章 総則（第１条－第６条） 

第2章 廃棄物減量等推進審議会（第７条） 

第3章 一般廃棄物（第８条－第１６条） 

第4章 市が設置する一般廃棄物処理施設における技

術管理者の資格（第１７条） 

第5章 廃棄物処理手数料（第１８条－第２０条） 

第6章 一般廃棄物処理業等の許可（第２１条－第２

３条） 

第7章 補則（第２４条） 

第8章 罰則（第２５条） 

附則 

第1章 総則 

（目的） 

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、廃棄物

の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の

処理をし、及び再利用を促進し、並びに生活環境を

清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛

生の向上を図ることを目的とする。 

（定義） 

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定め

るものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）

の例による。 

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた

廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 

(2) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って

生じた廃棄物をいう。 

(3) 再利用 利用しなければ不要となる物又は廃

棄物を再び使用すること又は資源として利用す

ることをいう。 

(4) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する

法律（平成３年法律第４８号）第２条第４項に規

定する再生資源をいう。 

(5) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又

は加工された製品をいう。 

（市の責務） 

第3条 市は、あらゆる施策を通じて廃棄物の発生を

抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物の

減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図

らなければならない。 

2 市は、市民及び事業者の廃棄物の減量に関する自

主的な活動に対し、必要な支援を講ずるよう努めな

ければならない。 

3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民

及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければ

ならない。 

4 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民

及び事業者の意見を施策に反映するよう努めなけ

ればならない。 

（事業者の責務） 

第4条 事業者は、再生資源及び再生品を利用するこ

とにより、廃棄物の発生を抑制するとともに、廃棄

物の再利用を促進することにより、廃棄物の減量に

努めなければならない。 

2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自らの責任に

おいて適正に処理しなければならない。 

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、そ

の製品、容器等が廃棄物となった場合においてその

適正な処理が困難になることのないようにしなけ

ればならない。 

4 事業者は、過剰な包装を避けるよう努めるととも

に、包装容器の回収に努めなければならない。 

5 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等

に関し、市の施策に協力しなければならない。 

（市民の責務） 

第5条 市民は、再生品や再生可能な商品を選択する

こと等により、廃棄物の減量に努めなければならな

い。 

2 市民は、再利用を促進するため、集団資源回収等

の自主的な活動に参加すること等により、廃棄物の

減量及び資源の有効利用に努めなければならない。 

3 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市

の施策に協力しなければならない。 

（清潔の保持） 

第6条 土地又は建物の占有者（占有者がない場合は、

管理者とする。以下同じ。）は、その占有し、又は

管理する土地又は建物の清潔を保持するため、清掃

の実施に努めなければならない。 

2 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管す

る場所にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正

な管理に努めなければならない。 

3 何人も、公園、広場、道路その他の公共の場所に、

みだりに廃棄物を捨ててはならない。 

第2章 廃棄物減量等推進審議会 

（廃棄物減量等推進審議会） 

第7条 本市における廃棄物の減量及び適正な処理に

関する事項を審議するため、釧路市廃棄物減量等推

進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

2 審議会は、市長が委嘱する２０人以内の委員を

もって組織する。 

3 前項の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

4 委員は、再任されることができる。 

5 専門の事項を審議するため、審議会に専門部会を

置くことができる。 

第3章 一般廃棄物 

（一般廃棄物処理計画） 

第8条 市は、一般廃棄物処理計画（法第６条第１項

の規定により定める計画をいう。以下同じ。）に基

づき、適正な一般廃棄物の処理を行うものとする。 

（一般廃棄物の処理に関する基本的事項の告示） 

第9条 市長は、土地又は建物の占有者及び事業者が

一般廃棄物の適正な処理を容易にできるよう、一般

廃棄物処理計画のうち、市の処理する一般廃棄物に

ついて、次に掲げる基本的事項を告示するものとす

る。これらに変更があったときも、また同様とする。 

(1) 廃棄物の種類 

(2) 分別の方法 

(3) 排出方法 

(4) 処理施設 

(5) 受入れ時間 
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(6) その他必要な事項 

（市が処理する一般廃棄物） 

第10条 市は、家庭系廃棄物（市長が指定する施設以

外の施設に自ら搬入するものを除く。）を処理する

ものとする。ただし、規則で定めるものについては、

この限りでない。 

2 市は、事業系一般廃棄物（市長が指定する施設に

搬入したものに限る。）の処分を行うものとし、事

業系一般廃棄物（し尿を除く。）の収集及び運搬は

行わないものとする。ただし、市長が特に必要と認

めるときは、事業系一般廃棄物の収集及び運搬を行

うことができるものとする。 

3 前項ただし書の場合においては、次条及び第１８

条の規定を準用する。 

（市が処理する一般廃棄物の排出方法） 

第11条 市が処理する家庭系廃棄物のうち可燃ごみ

及び不燃ごみは、次に掲げる方法により排出しなけ

ればならない。 

(1) 可燃ごみ及び不燃ごみ（次号に規定する粗大

ごみを除く。別表第１において同じ。）は、市長

が指定するごみ袋（以下「指定ごみ袋」という。）

に入れること。 

(2) 指定ごみ袋に入らない可燃ごみ及び不燃ごみ

（以下「粗大ごみ」という。）は、粗大ごみごと

に市長が指定するごみ処理券（以下「ごみ処理券」

という。）を張り付けること。 

2 市が処理する家庭系廃棄物のうち次の各号に掲げ

る可燃ごみは、前項の規定にかかわらず、当該各号

に定める方法により排出することができる。 

(1) 刈草、落葉等 透明な袋等に入れること。 

(2) 木の枝 長さ５０センチメートル以下に切断

し、及び結束すること。 

（適正処理困難物の指定） 

第12条 市長は、市の処理する一般廃棄物のうちから、

製品、容器等で、市の一般廃棄物の処理に関する設

備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となっ

ているものを、適正処理困難物として指定すること

ができる。 

2 市長は、前項の適正処理困難物となる製品等の製

造、加工、販売等を行う事業者に対し、その回収等

の処置を講ずるよう必要な協力を求めることがで

きる。 

（排出禁止物） 

第13条 土地又は建物の占有者は、市が行う一般廃棄

物の収集、運搬及び処分に際して支障があるもの等

市長が別に定める廃棄物を排出してはならない。 

（一般廃棄物の管理等） 

第14条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物

内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のな

い方法で容易に処分できる一般廃棄物については、

なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら

処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理

計画に定めるところにより、分別し、保管し、及び

市長の指定する方法で排出し、収集されるまでこれ

を管理しなければならない。 

2 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物を保管し、

又は排出するときは、規則で定める基準に従い、環

境衛生及び収集作業に支障がないようにしなけれ

ばならない。 

（一般廃棄物の管理等に対する指示） 

第15条 市長は、前条の規定による一般廃棄物の管理

等が、環境衛生又は収集作業に支障があると認める

ときは、その改善を指示することができる。 

（多量の廃棄物の排出者に対する指示） 

第16条 市長は、多量の事業系一般廃棄物を生ずる土

地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量

に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき

場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示

することができる。 

2 市長は、多量の家庭系廃棄物を生ずる排出者に対

し、当該家庭系廃棄物を運搬すべき場所及びその運

搬の方法その他必要な事項を指示することができ

る。 

第4章 市が設置する一般廃棄物処理施設における技

術管理者の資格 

第17条 法第２１条第３項に規定する条例で定める

技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれか

とする。 

(1) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２条

第１項に規定する技術士（化学部門、上下水道部

門又は衛生工学部門に係る第２次試験に合格し

た者に限る。） 

(2) 技術士法第２条第１項に規定する技術士（前

号に該当する者を除く。）であって、１年以上廃

棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経

験を有するもの 

(3) ２年以上法第２０条に規定する環境衛生指導

員の職にあった者 

(4) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基

づく大学（短期大学を除く。次号において同じ。）

又は旧大学令（大正７年勅令第３８８号）に基づ

く大学の理学、薬学、工学又は農学の課程におい

て衛生工学（旧大学令に基づく大学にあっては、

土木工学。次号において同じ。）又は化学工学に

関する科目を修めて卒業した後、２年以上廃棄物

の処理に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者 

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づ

く大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相

当する課程において衛生工学及び化学工学に関

する科目以外の科目を修めて卒業した後、３年以

上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者 

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専

門学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令第６１

号）に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学

又はこれらに相当する課程において衛生工学（旧

専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工

学。次号において同じ。）又は化学工学に関する

科目を修めて卒業した後、４年以上廃棄物の処理

に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者 

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専

門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理
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学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程

において衛生工学及び化学工学に関する科目以

外の科目を修めて卒業した後、５年以上廃棄物の

処理に関する技術上の実務に従事した経験を有

する者 

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教

育学校又は旧中等学校令（昭和１８年勅令第３６

号）に基づく中等学校において土木科、化学科又

はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、６

年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者 

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教

育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校にお

いて理学、工学、農学に関する科目又はこれらに

相当する科目を修めて卒業した後、７年以上廃棄

物の処理に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者 

(10) １０年以上廃棄物の処理に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者 

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技

能を有すると認められる者 

第5章 廃棄物処理手数料 

（一般廃棄物処理手数料） 

第18条 市が一般廃棄物の処理をする場合で、別表第

１に掲げる取扱区分の処理に該当するときは、同表

により算定した額（汚水処理手数料の項にあっては、

その額に１０円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てた額）の手数料を徴収する。ただし、第

１１条第２項各号に定める方法により排出すると

きは、これを徴収しない。 

2 前項の手数料の徴収の方法は、規則で定める。 

第19条 削除 

（手数料の減免） 

第20条 市長は、災害その他特別の事情があると認め

たときは、第１８条第１項の手数料を減免すること

ができる。 

第6章 一般廃棄物処理業等の許可 

（一般廃棄物処理業の許可） 

第21条 市長は、法第７条の規定により一般廃棄物処

理業の許可をしたときは、許可証を交付する。 

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者がこれ

を破損し、又は紛失したときは、許可証の再交付を

受けなければならない。 

（浄化槽清掃業の許可） 

第22条 前条の規定は、浄化槽法（昭和５８年法律第

４３号）第３５条の規定による浄化槽清掃業の許可

について準用する。 

（許可申請手数料） 

第23条 法第７条の規定により一般廃棄物処理業の

許可を受けようとする者、浄化槽法第３５条の規定

により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者及

び第２１条第２項又は前条において準用する同項

の規定により許可証の再交付を受けようとする者

は、申請の際、別表第２に定める手数料を納入しな

ければならない。 

2 既納の手数料は、還付しない。 

第7章 補則 

（委任） 

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

第8章 罰則 

（過料） 

第25条 偽りその他不正の行為により、この条例に定

めた手数料を免れた者は、その徴収を免れた金額の

５倍に相当する額（当該５倍に相当する額が５万円

を超えないときは、５万円とする。）以内の過料に

処する。 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、平成１７年１０月１１日から施行す

る。 

（経過措置） 

2 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

の前日までに、合併前の釧路市廃棄物の減量及び処

理等に関する条例（平成６年釧路市条例第３６号）、

阿寒町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成７

年阿寒町条例第８号。以下「合併前の阿寒町条例」

という。）又は音別町廃棄物の処理及び清掃に関す

る条例（平成８年音別町条例第５号）（以下これら

を「合併前の条例」という。）の規定により交付さ

れた一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可証

は、当該一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可

証の有効期間の満了する日までの間は、第２１条第

１項（第２２条において準用する場合を含む。）の

規定により交付された一般廃棄物処理業又は浄化

槽清掃業の許可証とみなす。 

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべき

であった手数料の取扱いについては、なお合併前の

条例の例による。 

4 合併前の阿寒町の区域については、市は、施行日

から平成１８年３月３１日までの間は、第１０条第

２項の規定にかかわらず、し尿のほか事業系一般廃

棄物の収集及び運搬を行うものとする。この場合に

おいて、事業系一般廃棄物（し尿を除く。）の収集、

運搬及び処分に係るごみ処理手数料並びに排出方

法は、第１０条第３項の規定にかかわらず、合併前

の阿寒町条例（同条例に基づく規則を含む。）の例

による。 

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用

については、なお合併前の条例の例による。 

附 則（平成１７年１２月１３日条例第２９９号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

（規則で定める日 平成１７年１２月１５日規則

第２８４号により平成１７年１２月１７日） 

附 則（平成１８年３月２４日条例第１９号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２２日条例第１０号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２２日条例第２２号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

（規則で定める日 平成１９年５月２１日規則第

７９号により平成１９年８月１日） 

附 則（平成２０年１２月１２日条例第５３号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 
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附 則（平成２３年３月１８日条例第１号）抄 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年１２月１３日条例第３９号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２５日条例第１３号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年６月２４日条例第３８号） 

この条例は、平成２５年７月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２０日条例第４号）抄 

（施行期日） 

1 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（手数料等の改定に係る経過措置） 

2 次の各号に掲げる規定は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以後の当該各号に掲げる行

為等（以下「登記の完了等」という。）に係る手数

料等について適用し、施行日前の登記の完了等に係

る手数料等については、なお従前の例による。 

(1) 略 

(2) 第１４条の規定による改正後の釧路市廃棄物

の減量及び処理等に関する条例（以下「新廃棄物

処理等条例」という。）別表第１（家庭系廃棄物

のうち可燃ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみを

処理するときに係るごみ処理手数料に係る部分

を除く。） 可燃ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ご

みの搬入、し尿の収集又は汚水の搬入 

3 新廃棄物処理等条例別表第１（家庭系廃棄物のう

ち可燃ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみを処理す

るときに係るごみ処理手数料に係る部分に限る。）

の規定（以下「新指定ごみ袋等手数料規定」という。）

は、施行日以後に新廃棄物処理等条例第１８条の規

定により徴収するごみ処理手数料について適用し、

施行日前に第１４条の規定による改正前の釧路市

廃棄物の減量及び処理等に関する条例第１８条の

規定によりごみ処理手数料を徴収した者に交付し

た同条例第１１条第１項に規定する指定ごみ袋又

はごみ処理券により、施行日以後に可燃ごみ若しく

は不燃ごみ又は粗大ごみを処理するときは、新指定

ごみ袋等手数料規定に規定するごみ処理手数料を

徴収しているものとみなす。 

（規則への委任） 

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行

に関し必要な経過措置は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第1（第１８条関係） 

手 数 料

の種類 

取扱区分 手数料の額 

ごみ処

理手数

料 

家庭系廃棄

物のうち可

燃ごみ及び

不燃ごみ並

びに粗大ご

みを処理す

るとき。 

可燃ごみ及

び不燃ごみ

（指定ごみ

袋に入れて

排出すると

き。） 

（指定ごみ袋１枚につき） 

（１）６リットル用 １６円 

（２）１０リットル用 ２６円 

（３）２０リットル用 ５１円 

（４）３０リットル用 ７７円 

（５）４０リットル用 １０３円 

粗大ごみ

（ごみ処理

券を貼り付

けて排出す

るとき。） 

ごみ処理券１枚につき３８５円  

市長の指定

する施設に

自ら搬入し

た一般廃棄

物のうち可

燃ごみ及び

不燃ごみ並

びに粗大ご

みを処分

（食品循環

資源の再生

利用等の促

進に関する

法律（平成

１２年法律

第１１６

号）に規定

する方法に

よる食品廃

棄物等の処

分を除く。）

するとき。 

家庭系廃棄

物 

（１）１０キログラムまで  

８２円 

（２）１０キログラム超過分   

１０キログラムまでごと（５キログ

ラム未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。）に８２円  

事業系一般

廃棄物 

（１）１０キログラムまで  

８２円 

（２）１０キログラム超過分   

１０キログラムまでごと（５キログ

ラム未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。）に８２円  

し尿処

理手数

料 

し尿を収集し、運搬し、

及び処分するとき。 

（１回につき） 

（１）１００リットルまで  

６６５円 

（２）１００リットル超過分２０

リットルごと（２０リットル未満の

端数があるときは、これを切り捨て

る。）に１３３円 

汚水処

理手数

料 

市長の指定する施設に

搬入された浄化槽汚泥

等の汚水を処分すると

き。 

１キログラムごとに６．９４円  

別表第2（第２３条関係） 

手数料の種類 手数料の額 

許可申請手数料 １５，０００円 

許可証再交付手数料 ２，０００円 
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○釧路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例施行 

規則 

平成１７年１０月１１日 

釧路市規則第１５３号 

改正 平成１７年１２月１５日規則第２８５号 

平成１８年３月２９日規則第４０号 

平成２４年３月３１日規則第１５号 

平成２５年３月２９日規則第１２号 

平成２５年６月２８日規則第３６号 

（趣旨） 

第1条 この規則は、釧路市廃棄物の減量及び処理等

に関する条例（平成１７年釧路市条例第１３２号。

以下「条例」という。）の施行について、必要な事

項を定めるものとする。 

（審議会の会長及び副会長） 

第2条 条例第７条第１項の釧路市廃棄物減量等推進

審議会（以下「審議会」という。）に、会長及び副

会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、会議の議長となり、審議会を総理する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、

又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（審議会の会議） 

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。 

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議

を開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同

数のときは会長の決するところによる。 

（審議会の専門部会） 

第4条 条例第７条第５項の専門部会は、市長が委嘱

し、又は指名する者をもって組織する。 

2 専門部会に、部会長を置く。 

3 部会長は、専門部会を総理する。 

（審議会の運営事項） 

第5条 前３条に規定するもののほか、審議会の運営

に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

（市が収集及び運搬をしない家庭系廃棄物） 

第6条 条例第１０条第１項ただし書の規定により市

が収集及び運搬をしない家庭系廃棄物は、浄化槽汚

泥等の汚水とする。 

（指定施設） 

第7条 条例第１０条に規定する市長が指定する施設

及び条例別表第１に規定する市長の指定する施設

は、次のとおりとする。 

（排出禁止物） 

第8条 条例第１３条の規定により排出してはならな

い廃棄物は、次に掲げるものとする。 

(1) 有害性のある物（乾電池、蛍光管及び水銀体

温計を除く。） 

(2) 感染性のある物 

(3) 危険性のある物 

(4) 引火性のある物 

(5) 著しく悪臭を発する物 

 (6) 特別管理一般廃棄物 

(7) 特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律

第９７号）第２条第４項に規定する特定家庭用機

器 

(8) パーソナルコンピュータ（その表示装置で

あってブラウン管式又は液晶式のものを含む。） 

(9) 前各号に掲げるもののほか、市が行う廃棄物

の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機

能に支障が生じる物 

（一般廃棄物の保管及び排出の基準） 

第9条 一般廃棄物（し尿を除く。）の保管及び排出

の基準は、次のとおりとする。 

(1) 悪臭が発生しないよう必要な処置を施し、保

管すること。 

(2) 周辺の生活環境に支障が生じないよう整理し、

保管すること。 

(3) 衛生害虫等の発生を防止するために必要な処

置を施し、保管し、及び排出すること。 

(4) 家庭系廃棄物のうち有害ごみ、資源物である

容器包装廃棄物（容器包装に係る分別収集及び再

商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第１

１２号）第２条第４項に規定する容器包装廃棄物

をいう。）であって市長が指定するものについて

は、透明な袋等に入れ排出すること。 

(5) 家庭系廃棄物のうち資源物である雑がみ、び

ん・缶類、ペットボトル及び白色である発泡スチ

ロール製食品トレイは、指定された場所及び方法

により排出すること。 

(6) 毒性、爆発性、感染性等のあるものを除去す

るとともに、ガラス、蛍光管、電球、刃物、針そ

の他の危険物は、厚紙で包装するなどの必要な安

全処置を施し、排出すること。 

(7) 可燃性ガスの容器は、穴を開けるなどにより、

内部の可燃性ガスを除去し、排出すること。 

(8) 排出してから収集されるまでの間に、動物な

どによる散乱を防止するために必要な処置を施

すこと。 

2 一般廃棄物のうちし尿に係る保管及び排出の基準

は、次のとおりとする。 

(1) 便槽のくみ取口は、収集作業に支障のない配

置とすること。 

(2) 便槽のくみ取口の大きさは、直径３０センチ

メートル以上とし、便槽の容量は、おおむね１．

２キロリットル以上とすること。 

(3) 便槽の地上に露出する部分の高さは、おおむ

ね１５センチメートル以上５０センチメートル

以下とすること。 

(4) し尿が、便槽から地下及び地上に漏出しない

ようにすること。 

(5) 便槽に、雨水及び地下水が浸入しないように

すること。 

（多量の家庭系廃棄物） 

第10条 条例第１６条第２項に規定する多量の家庭

系廃棄物は、次の各号のいずれかに該当するものと

施設の種類 施設の名称 

ごみ処理施設 釧路市ごみ最終処分場 

粗大ごみ処理センター 

釧路市阿寒町一般廃棄物最終処分場 

釧路市音別町一般廃棄物最終処分場 

汚水処理施設 釧路市大楽毛下水終末処理場  
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する。 

(1) 粗大ごみで一回に排出される量が３００キロ

グラム以上のもの 

(2) 引っ越しに伴い排出されるもの 

（手数料の徴収の方法） 

第11条 条例第１８条第２項（条例第１０条において

準用する場合を含む。）の手数料の徴収の方法は、

次のとおりとする。 

(1) 家庭系廃棄物のうち可燃ごみ及び不燃ごみ並

びに粗大ごみの処理に係るごみ処理手数料は、収

集までに徴収する。この場合において、市長は、

当該ごみ処理手数料を納入した者に市長が指定

するごみ袋又は市長が指定するごみ処理券を交

付する。 

(2) 第７条に規定する施設に自ら搬入した一般廃

棄物のうち可燃ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ご

みの処分に係るごみ処理手数料は、搬入の都度徴

収する。ただし、あらかじめ後納の承認を受けた

者のごみ処理手数料は、納入通知書により徴収し、

その納期限は、毎月１日から当該月の末日までに

搬入したものについて翌月２０日とする。 

(3) し尿処理手数料は、納入通知書により徴収し、

その納期限は、毎月１日から末日までに収集した

ものについて翌月末日とする。 

(4) 汚水処理手数料は、納入通知書により徴収し、

その納期限は、毎月１日から末日までに搬入した

ものについて翌々月末日とする。 

（後納の申請） 

第12条 前条第２号ただし書に規定する後納の承認

を受けようとする者は、後納承認申請書により、市

長に申請しなければならない。 

（手数料の還付） 

第13条 第１１条の規定により徴収したごみ処理手

数料、し尿処理手数料又は汚水処理手数料（以下「ご

み処理手数料等」という。）に過誤納額が生じたと

きは、これを還付する。 

（手数料の減免） 

第14条 条例第２０条の規定によりごみ処理手数料

等の減免を受けようとする者は、市長に申請し、 

承認を受けなければならない。 

（一般廃棄物処理業の許可） 

第15条 法第７条の規定により一般廃棄物処理業の

許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可

申請書により、市長に申請しなければならない。 

2 条例第２１条第１項の許可証は、一般廃棄物処理

業許可証によるものとする。 

3 条例第２１条第２項の規定により一般廃棄物処理

業の許可証の再交付を受けようとする者は、許可証

再交付申請書により、市長に申請しなければならな

い。 

（浄化槽清掃業の許可） 

第16条 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第３５

条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようと

する者は、浄化槽清掃業許可申請書により、市長に

申請しなければならない。 

2 条例第２２条において準用する条例第２１条第１

項の許可証は、浄化槽清掃業許可証によるものとす

る。 

3 条例第２２条において準用する条例第２１条第２

項の規定による浄化槽清掃業の許可証の再交付を

受けようとする者は、許可証再交付申請書により、

市長に申請しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、平成１７年１０月１１日から施行す

る。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の日（以下「施行日」という。）

の前日までに、合併前の釧路市廃棄物の減量及び処

理等に関する条例施行規則（平成６年釧路市規則第

７９号。以下「合併前の釧路市規則」という。）、

阿寒町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規

則（平成７年阿寒町規則第４号。以下「合併前の阿

寒町規則」という。）又は音別町廃棄物の処理及び

清掃に関する条例施行規則（平成８年音別町規則第

２号）（以下これらを「合併前の規則」という。）

の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、

それぞれこの規則の相当規定によりなされたもの

とみなす。 

3 合併前の規則の規定により課した、又は課すべき

であった手数料の取扱いについては、なお合併前の

規則の例による。 

4 合併前の釧路市規則又は合併前の阿寒町規則の規

定により交付された家庭系廃棄物に係る指定ごみ

袋、ごみ処理券及び収入証紙（以下「家庭系ごみ袋

等」という。）は、第１０条第１号の規定により交

付されたごみ袋等とみなし、施行日以後もなお家庭

系廃棄物の排出に使用することができるものとす

る。ただし、合併前の阿寒町規則により交付された

家庭系ごみ袋等（以下「阿寒町家庭系ごみ袋等」と

いう。）については、平成１８年４月１日以後は使

用できないものとする。 

5 平成１８年４月１日以後において、排出者等が阿

寒町家庭系ごみ袋等の残数を保有している場合は、

当該阿寒町家庭系ごみ袋等と引換えにごみ処理手

数料を還付する。 

6 前項に定めるもののほか、阿寒町家庭系ごみ袋等

の使用の廃止に伴う経過措置は、別に定める。 

7 平成１８年４月１日以後において、排出者等が合

併前の阿寒町規則の規定により交付された事業系

一般廃棄物に係る指定ごみ袋及び収入証紙（以下

「阿寒町事業系ごみ袋等」という。）の残数を保有

している場合は、当該阿寒町事業系ごみ袋等と引換

えにごみ処理手数料を還付する。 

8 前項に定めるもののほか、合併前の阿寒町の区域

における事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分の

廃止に伴う経過措置は、別に定める。 

附 則（平成１７年１２月１５日規則第２８５号） 

この規則は、平成１７年１２月１７日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２９日規則第４０号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３１日規則第１５号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日規則第１２号） 
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この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年６月２８日規則第３６号） 

この規則は、平成２５年７月１日から施行する。 

 

 

○釧路市の設置に係る一般廃棄物処理施設の生活環

境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例 

平成１７年１０月１１日 

釧路市条例第１３３号 

改正 平成２２年３月２３日条例第２号 

（目的） 

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」とい

う。）第９条の３第２項（同条第８項により準用す

る場合を含む。以下同じ。）の規定に基づき、同条

第１項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係

る届出及び同条第７項に規定する一般廃棄物処理

施設の変更に係る届出に際し、市長が実施した周辺

地域の生活環境に及ぼす影響についての調査（以下

「生活環境影響調査」という。）の結果及び法第８

条第２項第２号から第９号までに掲げる事項を記

載した書類（以下「報告書等」という。）の縦覧手

続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書（以

下「意見書」という。）の提出の方法を定めること

により、一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し

利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地か

らの意見書を提出する機会を付与することを目的

とする。 

（対象となる施設の種類） 

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の

対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３０

０号）第５条第１項に規定するごみ処理施設のうち

焼却施設及び同条第２項に規定する一般廃棄物の

最終処分場（以下「施設」という。）とする。 

（縦覧の告示） 

第3条 市長は、法第９条の３第２項の規定により報

告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告

書等を縦覧に供する場所（以下「縦覧の場所」とい

う。）、期間（以下「縦覧の期間」という。）のほ

か、次に掲げる事項を告示するものとする。 

(1) 施設の名称 

(2) 施設の設置の場所 

(3) 施設の種類 

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類 

(5) 施設の能力（施設が最終処分場である場合に

あっては、埋立処分の用に供される場所の面積及

び埋立容量） 

(6) 実施した生活環境影響調査の項目 

（縦覧の場所及び期間） 

第4条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。 

(1) 釧路市市民環境部 

(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、

市長が指定する場所 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める場所 

2 縦覧の期間は、告示の日から１か月間とする。 

（意見書の提出先等の告示） 

第5条 市長は、法第９条の３第２項の規定により施

設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、生

活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる

旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限そ

の他必要な事項を告示するものとする。 

（意見書の提出先及び提出期限） 

第6条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。 

(1) 釧路市市民環境部 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認め

る場所 

2 前条の規定による告示があったときは、施設の設

置又は変更に関し利害関係を有する者は、第４条第

２項の縦覧の期間満了の日の翌日から起算して２

週間を経過する日までに、市長に生活環境の保全上

の見地からの意見書を提出することができる。 

（環境影響評価との関係） 

第7条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法

（平成９年法律第８１号）に基づく環境影響評価

（生活環境影響調査に相当する内容を有するもの

に限る。）に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、

第３条から前条までに定める手続を経たものとみ

なす。 

（近隣自治体との協議） 

第8条 市長は、施設の設置等に関し、次の各号のい

ずれかに該当するときは、その設置等に係る区域を

管轄する近隣自治体の長に、報告書等の写しを送付

し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、

協議するものとする。 

(1) 施設を釧路市の区域外の区域に設置するとき。 

(2) 施設の敷地が釧路市の区域外の区域にわたる

とき。 

(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響

を及ぼす周辺地域に、釧路市の区域に属しない地

域が含まれているとき。 

（委任） 

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

附 則 

この条例は、平成１７年１０月１１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２３日条例第２号）抄 

（施行期日） 

1 この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

 

 

○釧路市の設置に係る一般廃棄物処理施設の生活環

境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則 

平成１７年１０月１１日 

釧路市規則第１５４号 

（趣旨） 

第1条 この規則は、釧路市の設置に係る一般廃棄物

処理施設の生活環境影響調査結果の縦覧等の手続

に関する条例（平成１７年釧路市条例第１３３号。

以下「条例」という。）の施行について、必要な事

項を定めるものとする。 

（用語） 
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第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する

用語の例による。 

（縦覧の手続） 

第3条 条例第３条の規定により縦覧に供された報告

書等を縦覧しようとする者（以下「縦覧者」という。）

は、縦覧申込書に必要な事項を記入しなければなら

ない。 

（縦覧の期間等） 

第4条 条例第４条第２項に規定する縦覧の期間のう

ち、縦覧しようとする日が、釧路市の休日を定める

条例（平成１７年釧路市条例第２号）第１条第１項

に規定する休日に当たるときは、縦覧することがで

きない。 

2 縦覧の時間は、午前８時５０分から午後５時２０

分までとする。 

（縦覧者の遵守事項） 

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。 

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。 

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。 

(3) 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。 

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこ

と。 

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、その縦

覧を停止し、又は縦覧を禁止することができる。 

（市民の意見書の記載事項） 

第6条 条例第６条第２項の意見書には、次に掲げる

事項をすべて記載しなければならない。 

(1) 氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表

者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所

在地） 

(2) 施設の名称 

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見 

（委任） 

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、

別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１７年１０月１１日から施行する。 

 

 

 

○釧路市みんなできれいな街にする条例 

平成１７年１０月１１日 

釧路市条例第１３４号 

（目的） 

第1条 この条例は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の

防止（以下「ごみの散乱防止」という。）に関する

施策について、市、市民等、事業者及び土地所有者

等が一体となって推進するための必要な事項を定

めることにより、清潔で住み良いまちづくりに資す

ることを目的とする。 

（定義） 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 空き缶等 飲料を収納し、又は収納していた

缶、びんその他の容器をいう。 

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、紙くず、発泡ス

チロール製容器、犬のふんその他これらに類する

空き缶等以外の物で、投棄されることによってご

みの散乱の原因となるものをいう。 

(3) 市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは滞

在し、又は市内を通過する者をいう。 

(4) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者を

いう。 

(5) 土地所有者等 土地を所有し、占有し、又は

管理する者をいう。 

（市の責務） 

第3条 市は、この条例の目的を達成するための総合

的な施策を策定し、これを実施しなければならない。 

2 市は、前項の施策の実施に当たり、市民等、事業

者及び土地所有者等に対して必要な指導をし、及び

協力を求めなければならない。 

3 第１項の総合的な施策は、次に掲げる事項とする。 

(1) ごみの散乱防止のための意識啓発に関する事

項 

(2) 空き缶等の再資源化の促進に関する事項 

(3) ごみの散乱防止のための自主的活動団体の育

成に関する事項 

（市民等の責務） 

第4条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等及

び吸い殻等を持ち帰り、又は空き缶等を回収するた

めの容器がある場合は、その容器に収納しなければ

ならない。 

2 市民等は、犬を散歩させるときは、犬のふんの処

理をするための袋等を持参し、そのふんを持ち帰ら

なければならない。 

3 市民等は、屋外で喫煙するときは、携帯用吸い殻

入れを持参し、その吸い殻を持ち帰らなければなら

ない。 

4 市民等は、この条例の目的を達成するため、自ら

身近な地域及び職場等における清掃活動に参加す

るように努めるとともに、市が実施するごみの散乱

防止のための施策に協力しなければならない。 

（事業者の責務） 

第5条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活

動を行う地域において、清掃活動の実践に努めなけ

ればならない。 

2 飲料、たばこその他のごみの散乱の原因となるお

それのある物の製造、加工、販売等を行う者は、ご

みの散乱防止について、消費者に対する意識の啓発

その他の必要な措置を講じなければならない。 

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、従業

員の意識の啓発を図るとともに、市が実施するごみ

の散乱防止のための施策に協力しなければならな

い。 

（土地所有者等の責務） 

第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は

管理する土地のごみの散乱防止のための措置を講

ずるとともに、散乱した空き缶等及び吸い殻等の清

掃その他必要な措置を採らなければならない。 

2 土地所有者等は、この条例の目的を達成するため、

市が実施するごみの散乱防止のための施策に協力

しなければならない。 

（投棄の禁止） 
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第7条 何人も、道路、公園、河川、海岸その他の公

共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する

土地に、空き缶等及び吸い殻等を捨ててはならない。 

（美観推進重点区域の指定） 

第8条 市長は、特にごみの散乱防止をする必要があ

ると認める区域を美観推進重点区域として指定す

ることができる。 

2 市長は、前項の規定により、美観推進重点区域を

指定するときは、これを告示しなければならない。

指定を解除し、又は変更するときも同様とする。 

（施策の重点実施） 

第9条 市長は、美観推進重点区域において、ごみの

散乱防止についての施策を重点的に実施するもの

と する。 

（立入調査） 

第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度におい

て、市長の指定する職員に事業者又は土地所有者等

の土地に立ち入り、必要な調査をさせることができ

る。 

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身

分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったと

きは、これを提示しなければならない。 

3 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査

のために認められたものと解釈してはならない。 

（勧告及び命令） 

第11条 市長は、第７条の規定に違反した者に対し、

空き缶等及び吸い殻等の持ち帰り又は回収容器へ

の収納、散乱した空き缶等及び吸い殻等の清掃等必

要な措置について勧告することができる。 

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当

な理由がなくこれに応じないときは、その者に対し、

期限を定めて、必要な措置を講ずるよう命令するこ

とができる。 

（委任） 

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

（罰則） 

第13条 第８条に規定する美観推進重点区域におい

て第７条の規定に違反した者で、第１１条第２項の

規定による命令に違反したものは、３万円以下の罰

金に処する。 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、平成１７年１０月１１日から施行す

る。 

（経過措置） 

2 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

の前日までに、合併前の釧路市みんなできれいな街

にする条例（平成１２年釧路市条例第５１号）又は

阿寒町空き缶等ごみの散乱防止に関する条例（平成

１２年阿寒町条例第３１号）（以下これらを「合併

前の条例」という。）の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定

によりなされたものとみなす。 

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用

については、なお合併前の条例の例による。 

 

○釧路市みんなできれいな街にする条例第８条第１

項の規定による美観推進重点区域の指定 

平成１７年１０月１１日 

釧路市告示第１２号 

釧路市みんなできれいな街にする条例（平成１７年

釧路市条例第１３４号）第８条第１項の規定に基づき、

次のとおり美観推進重点区域を指定するので、同条例

第２項の規定により告示する。 

１ 指定区域 

２ 指定年月日 

平成１７年１０月１１日 

 

 

 

○釧路市清掃指導員設置規則 

平成１７年１０月１１日 

釧路市規則第１５２号 

（設置） 

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４

５年法律第１３７号。以下「法」という。）及び釧

路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例（平成１

７年釧路市条例第１３２号。以下「条例」という。）

に規定する生活環境の保全及び公衆衛生の向上並

びに清掃事業の能率的な運営を図るため、市に清掃

指導員（以下「指導員」という。）を置く。 

（任命） 

第2条 指導員は、市職員のうちから市長が任命する。 

（職務） 

第3条 指導員の職務は、次のとおりとする。 

(1) 事業者に対し、法第３条及び条例第４条の事

項に関し必要な調査及び指導を行うこと。 

(2) 条例第１６条に規定する多量の一般廃棄物を

生ずる排出者に対し、必要な調査及び指導を行う

こと。 

(3) 土地又は建物の占有者（占有者がいない場合

は、管理者とする。）に対し、法第５条及び条例

第６条に規定する清潔の保持等について必要な

調査及び指導を行うこと。 

(4) 法第１６条に規定する廃棄物の不法投棄に関

し、その必要があるときは、関係者から事情を聴

く等の調査を行うこと。 

(5) 一般廃棄物の排出者に対し、条例第１４条に

規定する一般廃棄物の管理について必要な調査

及び指導を行うこと。 

 

名称 区域 

新富士・星が浦地

区 

新富士町６丁目、星が浦南１丁目、星が浦南２丁

目、星が浦南３丁目 

釧路川緑地地区 昭和、昭和町１丁目、治水町、東川町及び愛国の

各地先並びに昭和町１丁目  

美原・芦野・文苑

地区 

美原全域、芦野全域、文苑全域  

北大通地区 北大通全域、錦町２丁目  

米町地区 米町全域 

春採公園地区 春湖台 
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(6) 前各号のほか清掃及び環境衛生に関する調査

及び指導を行うこと。 

（清掃指導員証の携帯） 

第4条 指導員は、前条の職務を行うときは、必ず清

掃指導員証（別記様式）を携帯し、かつ、関係人よ

り求められたときは、これを提示しなければならな

い。 

附 則 

この規則は、平成１７年１０月１１日から施行する。 

 

別記様式（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○釧路市自動車放置防止条例 

平成１７年１０月１１日 

釧路市条例第１３５号 

改正 平成１９年３月２２日条例第２３号 

（目的） 

第1条 この条例は、放置されている自動車（以下「放

置自動車」という。）に関連して発生する犯罪及び

事故を防止するとともに、市民の安全な生活環境を

保全し、及び都市の美観を保持するため、放置自動

車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項

を定めることにより、良好な都市環境の形成に資す

ることを目的とする。 

（定義） 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 自動車 道路運送車両法（昭和２６年法律第

１８５号）第２条第２項に規定する自動車をいう。 

(2) 放置 自動車が正当な権原に基づき置くこと

を認められた場所以外の場所に相当の期間にわ

たり置かれていることをいう。 

(3) 所有者等 自動車の所有者その他当該自動車

を使用する権原を有する者及び当該自動車を放

置し、又は放置させた者をいう。 

(4) 廃自動車 自動車で、その本来の用に供する

ことが困難な状態にあり、かつ、汚物又は不要物

と認められるものをいう。 

（市の責務） 

第3条 市は、放置自動車の発生の防止及び適正な処

理に関し、必要な施策を実施しなければならない。 

（事業者の責務） 

第4条 事業者は、放置自動車の発生の防止に努める

とともに、市が実施する放置自動車の発生の防止及

び 適正な処理に関する施策（以下「市の施策」と

いう。）に協力しなければならない。 

2 自動車の製造、輸入、販売、整備又は解体その他

これらに類する事業を行う者及びこれらの者が組

織する団体は、市その他の関係者と共同して、放置

自動車の発生の防止を図るために必要な措置を講

じなければならない。 

（市民等の責務） 

第5条 市民は、放置自動車の発生の防止に努めると

ともに、市の施策に協力しなければならない。 

2 土地の所有者、占有者又は管理者は、その土地に

自動車が放置されることのないように必要な措置

を講じるよう努めなければならない。 

（関係行政機関への協力要請） 

第6条 市長は、放置自動車の発生の防止及び適正な

処理について必要があると認めるときは、警察署そ

の他行政機関（以下「関係行政機関」という。）に

対し、協力を要請するものとする。 

（自動車の放置の禁止） 

第7条 何人も、自動車を放置し、若しくは放置させ、

又はこれらの行為をしようとする者に協力しては

ならない。 

（通報等） 

第8条 放置自動車を発見した者は、その旨を市長に

通報するよう努めなければならない。 

2 市長は、前項の規定による通報があった場合にお

いて、必要があると認めるときは、自動車が放置さ

れている土地の所有者、占有者若しくは管理者又は

関係行政機関にその内容を通報する等必要な措置

を講じるものとする。 

（調査及び情報提供） 

第9条 市長は、前条第１項の規定による通報があっ

たときその他必要があると認めるときは、当該職員

に、当該放置自動車の状況、所有者等その他の必要

な事項を調査させるものとする。 

2 市長は、前項の規定による調査をさせる場合にお

いて、車外からの調査では所有者等が判明しないと

きは、その目的を達成するために必要な最小限度に

おいて、当該職員に、車内等を調査させることがで

きる。この場合において、当該放置自動車が施錠さ

れているときは、市長は、当該職員に、当該施錠を

解錠させることができる。 

3 第１７条第２項の規定は、前項の場合に準用する。 
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4 市長は、第１項の規定による調査を実施した場合

において、当該放置自動車がある土地の所有者、占

有者又は管理者から当該調査の結果について情報

の提供を求められたときは、必要と認められる限度

で情報を提供するものとする。 

（撤去命令） 

第10条 市長は、市が公共の用に供する場所に自動車

が放置されているときは、当該自動車の所有者等に

対し、相当の期限を定めて、当該自動車を撤去する

ことを命じることができる。市が公共の用に供する

場所以外の場所に自動車が放置されている場合で、

当該自動車の放置により、市民の安全の確保、美観

の保持又は公共の用に供される場所の機能の保全

（以下「安全の確保等」という。）に著しい支障が

生じ、又は生じるおそれがあると市長が認めるとき

も、同様とする。 

（廃自動車認定基準） 

第11条 市長は、釧路市廃自動車認定等委員会（第１

５条を除き、以下「委員会」という。）の意見を聴

いて、放置自動車を廃自動車として認定するために

必要な基準（以下「廃自動車認定基準」という。）

を定めるものとする。 

2 市長は、前項の規定により廃自動車認定基準を定

めたときは、これを告示するものとする。これを変

更したときも、同様とする。 

（廃自動車の認定） 

第12条 市長は、放置自動車の所有者等又は所有者等

の連絡先が不明の場合において、当該放置自動車が

廃自動車認定基準に該当すると認めるときは、これ

を廃自動車として認定することができる。 

2 市長は、放置自動車が廃自動車認定基準に該当す

るか否かが明らかでないときは、委員会の意見を聴

いて、これを廃自動車として認定することができる。 

（廃自動車の撤去及び処分） 

第13条 市長は、市が公共の用に供する場所にある放

置自動車を廃自動車として認定したときは、これを

撤去し、及び処分することができる。 

2 市長は、市が公共の用に供する場所以外の場所に

ある放置自動車を廃自動車として認定した場合に

おいて、委員会の意見を聴いたうえで、当該放置自

動車により、市民の安全の確保等に著しい支障が生

じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、これ

を撤去し、及び処分することができる。 

（費用の請求） 

第14条 市長は、前条の規定により放置自動車を撤去

し、及び処分した場合において、当該放置自動車の

所有者等又は所有者等の連絡先が判明したときは、

その者に対し、当該放置自動車の撤去及び処分に要

した費用を請求することができる。 

（廃自動車認定等委員会） 

第15条 廃自動車に関する基本的な事項を調査審議

するため、釧路市廃自動車認定等委員会（以下この

条において「委員会」という。）を置く。 

2 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を

調査審議する。 

(1) 廃自動車認定基準に関すること。 

(2) 廃自動車の認定に関すること。 

(3) 廃自動車の撤去及び処分に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、廃自動車に関す

る基本的事項 

3 前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営

に関し必要な事項は、規則で定める。 

（報告の徴収） 

第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度におい

て、自動車が放置されている土地の所有者、占有者

又は管理者に対し、必要な報告を求めることができ

る。 

（立入調査等） 

第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度におい

て、市長の指定する職員に、自動車が放置されてい

る土地に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者

に質問させることができる。 

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、

その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求が

あったときは、これを提示しなければならない。 

3 第１項の規定による立入調査又は質問の権限は、

犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。 

（委任） 

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

（罰則） 

第19条 第１０条の規定による命令に違反した者は、

２０万円以下の罰金に処する。 

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円

以下の罰金に処する。 

(1) 第１６条の規定による報告をせず、又は虚偽

の報告をした者 

(2) 第１７条第１項の規定による立入調査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せ

ず、若しくは虚偽の陳述をした者 

（両罰規定） 

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に

関して、前２条の違反行為をしたときは、行為者を

罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰

金刑を科する。 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、平成１７年１０月１１日から施行す

る。 

（経過措置） 

2 合併前の阿寒町及び音別町の区域については、こ

の条例の施行の日（以下「施行日」という。）から

平成１８年３月３１日までの間は、第１９条から第

２１条までの規定は、適用しない。 

3 施行日の前日までに、合併前の釧路市自動車放置

防止条例（平成１７年釧路市条例第１３号。以下「合

併前の条例」という。）の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定

によりなされたものとみなす。 

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用

については、なお合併前の条例の例による。 

 

- 53 -



 

附 則（平成１９年３月２２日条例第２３号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

 

 

○釧路市自動車放置防止条例施行規則 

平成１７年１０月１１日 

釧路市規則第１５５号 

改正 平成１９年３月２２日規則第８号 

平成２２年３月３１日規則第２号 

（趣旨） 

第1条 この規則は、釧路市自動車放置防止条例（平

成１７年釧路市条例第１３５号。以下「条例」とい

う。）の施行について、必要な事項を定めるものと

する。 

（注意書） 

第2条 市長は、条例第９条第１項の調査の際に、当

該自動車に注意書（様式第１号）を貼付することが

できる。 

（情報の提供） 

第3条 条例第９条第４項の情報の提供を求めようと

する者は、情報提供依頼書（様式第２号）を市長に

提出するものとする。 

2 市長は、前項の情報の提供をするときは、調査結

果通知書（様式第３号）により行うものとする。 

（撤去命令書） 

第4条 条例第１０条の規定による命令は、撤去命令

書（様式第４号）により行うものとする。 

（警告書及び告示） 

第5条 条例第１３条の規定により廃自動車を撤去す

るときは、期限を定めて、当該廃自動車に警告書（様

式第５号）を貼付するとともに、様式第６号により

告示するものとする。 

（委員会の組織） 

第6条 条例第１５条の釧路市廃自動車認定等委員会

（以下「委員会」という。）は、委員８人以内をもっ

て組織する。 

2 委員は、学識経験を有する者、自動車について専

門の知識を有する者その他市長が適当と認める者

のうちから市長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第7条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が

欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

（委員会の委員長） 

第8条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって

これを定める。 

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員

長があらかじめ指名する委員がその職務を代理す

る。 

（委員会の会議） 

第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長

となる。 

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議

を開くことができない。 

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

4 委員会は必要があると認めるときは、委員以外の

者に対して、意見の陳述、説明その他必要な協力を

求めることができる。 

（委員会の庶務） 

第10条 委員会の庶務は、市民環境部において行う。 

（委員会に関する委任） 

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営

に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定め

る。 

（身分証明書） 

第12条 条例第１７条第２項に規定する身分を示す

証明書は、様式第７号によるものとする。 

（委任） 

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、

市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、平成１７年１０月１１日から施行す

る。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路

市自動車放置防止条例施行規則（平成１７年釧路市

規則第３５号）の規定によりなされた処分、手続そ

の他の行為は、それぞれこの規則の相当規定により

なされたものとみなす。 

附 則（平成１９年３月２２日規則第８号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日規則第２号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 
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様式第6号（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第7号（第１２条関係） 
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